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ＮｂＳによる事業評価 

NbS とは 

NbS は、Nature-based Solutions「自然に基づく解決策」の略称であり、国際自然保護連合

（IUCN）と欧州委員会が定義を発表した概念である。 

NbS の定義について、国際自然保護協会（IUCN）は 2016 年に「社会課題に順応性高く効果的

に対処し、人間の幸福と生物多様性に恩恵をもたらす、自然あるいは改変された生態系の保護、

管理、再生のための行動」と定めている。 

NbS が想定する社会課題は、①気候変動（適応と緩和）、②災害リスク削減、③生態系の劣化、

④生物多様性の喪失、⑤食料安全保障、⑥人間の健康、⑦経済開発、⑧水の安全保障である。 

 

 
 

NbSが想定する社会課題 

①気候変動（適応と緩和） 

②災害リスク削減 

③生態系の劣化 

④生物多様性の喪失 

⑤食料安全保障 

⑥人間の健康 

⑦経済開発 

⑧水の安全保障 

図 NbSの概念と社会課題 
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評価の目的 

ガバナンスや順応的管理は事業にとって非常に重要な要素であるが、経済評価なその金額の

価値として表現しにくい。「自然に根ざした解決策に関する IUCN 世界標準」の基準に基づき評

価を行うことにより、本施策に関わるステークホルダーに対し、NbSの観点から信頼性を与える

ことができる。 

本評価は、NbS の観点から順応的管理の体制や進捗管理、自然を活用した社会課題の解決の実

施度等について評価するため、「かながわ水源環境保全・再生施策」の自己評価として実施する。 

 

評価結果の取扱い 

「自然に根ざした解決策に関する IUCN世界標準」では、この基準を利用する利点を以下のと

おり整理している。 

 投資家や市民、その他利害関係者との対話において、取組に信頼性を与える。 

 基準を基に評価するため、不足点や解決策の特定ができ、改善策の検討に活用できる。 

 横断的な分野の参加やコミュニケーションの手段として使用することで、新たな対話の

創出やトレードオフの議論をする際の共通言語として活用できる。 
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評価方法 

評価方法の流れと実施概要 

NbSによる評価は、「自然に根ざした解決策に関するIUCN世界標準」と自己評価シートを参

考に実施した。 

IUCN世界標準では、8つの基準、28の指標から構成される（表 1）。自己評価シートでは、

その指標が十分に対応されているか（よく適合）、適切に対応されているか（適合）、部分的

に対応されているか（部分的）、不十分な対応か（不十分）の4段階の判定に対し、エビデン

スの有無と内容により評価を行った。 

 

評価の実施手順は以下に示すとおりである。 

① 基準に関連するエビデンスの整理 

② 評価基準に基づき4段階で評価 
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表 1 IUCN 世界標準一覧 

基準 指標 

基

準

1 

NbSは効果的に

社会課題に取

り組む 

1.1 権利者や受益者にとって最も切迫した社会課題が優先されている 

1.2 取り組む社会課題は、明確に理解され、文書化されている 

1.3 NbSから生じる人間の幸福への結果が特定され、基準化され、定期的に評価され

ている 

基

準

2 

NbSのデザイン

は規模によっ

て方向付けら

れる 

2.1 NbSのデザインは、経済、社会、そして、生態系間の相互作用を認識し、それらに

対応するものである 

2.2 NbSのデザインは他の補完的な取り組みと統合され、セクター横断的なシナジー

を求めるものである 

2.3 NbSのデザインには、取り組みの場所を超えたリスクの特定と管理が組み込まれ

ている 

基

準

3 

NbSは、生物多

様性、および、

生態系の健全

性に純便益を

もたらす 

3.1 NbS行動は、生態系の現状、そして、劣悪化や喪失を招く主要因に関するエビデ

ンスに基づく評価に直接的に対応するものでなくてはならない 

3.2 明確で測定可能な生物多様性の保護に関する結果が特定、基準化され、定期的に

評価されている 

3.3 モニタリングには、NbSから生じる予期せぬ自然への悪影響の定期的な評価が含

まれている 

3.4 生態系の健全性および連続性を高める機会が特定され、NbS戦略に取り込まれて

いる 

基

準

4 

NbSは経済的に

実行可能であ

る 

4.1 NbSに関連する直接的および間接的な便益と費用、負担者と受益者が特定され、

文書化されている 

4.2 関連法規制および補助金を含む、NbSの選択を裏付ける費用対効果の調査が提供

されている 

4.3 関連する外部性を考慮することにより、利用可能な代替的解決策に対するNbSデ

ザインの有効性が正当化される 

4.4 NbSデザインは、市場ベース、公共セクター、自発的コミットメントおよび規制

コンプライアンスを支持するためのアクションなど、資源調達オプションのポー

トフォリオを考慮する 

基

準

5 

NbSは、包括的

で、透明性が高

く、力を与えて

いくガバナン

スプロセスに

基づいている 

5.1 取り組みが開始されるまでに、定義され、十分に合意されたフィードバックおよ

び苦情解決メカニズムが全ての利害関係者に対して整備されている 

5.2 参画は、性別、年齢、社会的地位にかかわらず、相互尊重と平等に基づくもので

ある。そして、先住民族の事前の自由なインフォームド・コンセント（以下FPIC）

の権利を支持するものである 

5.3 直接的、または、間接的にNbSにより影響を受ける利害関係者が特定され、NbS活

動の全てのプロセスに参画している 

5.4 意思決定プロセスにおいては、参画する全ての影響を受ける利害関係者の権利と

利害が文書化、対応されている 

5.5 NbSの規模が行政界を超える場合、影響を受ける行政区域の利害関係者の共同意

思決定を可能にするメカニズムが確立されている 

基

準

6 

NbSは、主目的

の達成と複数

便益の継続的

な提供の間の

トレードオフ

を公平に比較

考量する 

6.1 取り組みに関連するトレードオフの潜在的費用と便益が、明確に認識され、予防

措置および適切な是正措置の指針となっている 

6.2 様々な利害関係者の責任とともに、土地および資源の権利、利用、アクセスが認

識され、尊重されている 

6.3 相互合意されたトレードオフの限界が尊重され、NbS全体を不安定化しないよう、

確立された予防措置が定期的にレビューされる 

基

準

7 

NbSはエビデン

スに基づき、順

応的に管理さ

れる 

7.1 NbS戦略が設定され、定期的なモニタリングおよび取り組みの評価の基礎として

用いられている 

7.2 モニタリングおよび評価計画は、取り組みのライフサイクルを通して、策定、実

施される 

7.3 順応的管理を可能にする反復学習の枠組みが、取り組みのライフサイクルを通し

て採用されている 

基

準

8 

NbSは、持続可

能で、適切な法

域の文脈の中

で主流化され

る 

8.1 NbSのデザイン、実施、そして、得られた教訓は、根本的変化をもたらすよう共有

されている 

8.2 NbSは、その採用と主流化を支援するため、促進的政策や規制の枠組みを方向付

け、向上させる 

8.3 NbSは、人間の幸福、気候変動、生物多様性、先住民族の権利に関する国際連合宣

言（UNDRIP）を含む人権に関する国家および全世界の目標に資する 
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評価対象 

かながわ水源環境保全・再生施策（56事業）とした。 

 

データ整理と評価方針 

NbSによる評価の実施にあたり参照した資料は、表 2に示すとおりである。 

各基準の評価は、既往資料の記載事項を基に実施した。 

評価にあたって、既往資料に基づく各基準の評価分類を表 3に示す3項目で整理した。 

基準ごとの評価分類を表 4に、各基準の評価分類と判断理由を表 5、評価例を表 6～表 33

に示す。 

 

表 2 参照資料一覧 

No 資料名 発行元 発行年月日 

1 かながわ水源環境保全・再生 施策大綱 神奈川県企画部土地水源

対策課 

平成17年11月 

2 かながわ水源環境保全・再生  

実行5ヵ年計画 

神奈川県環境農政局緑政

部水資源環境保全課 

平成17年11月 

3 第2期かながわ水源環境保全・再生  

実行5ヵ年計画 

神奈川県環境農政局緑政

部水資源環境保全課 

平成23年11月 

4 第3期かながわ水源環境保全・再生  

実行5ヵ年計画 

神奈川県環境農政局緑政

部水資源環境保全課 

平成28年11月 

5 第4期かながわ水源環境保全・再生  

実行5ヵ年計画 

神奈川県環境農政局緑政

部水資源環境保全課 

令和3年11月 

6 かながわ水源環境保全・再生施策  

これまでの歩みとこれから  

総合的な評価（中間評価）報告書 

水源環境保全・ 

再生かながわ県民会議 

令和2年6月 

 

表 3 評価分類 

区分 No 分類 評価の不確実性 

評価に資する 

情報がある 

① 情報が十分にあり、評価が可能な項目 低 

② 情報はあるが、評価の判断が難しい項目 中～高 

評価に資する 

情報が不十分 

③ 
情報は不十分であるが、事業特性その他の内容から

一定の評価が可能と考えられる項目 
中～高 

④ 情報が不十分であるため、評価が困難な項目 高※2 

※1 色塗りは、表 6-5との対応を示す。 

※2 評価が困難であるため、現状では 0点の評価となる。 
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表 4 基準ごとの評価分類 

基準 指標 方針 スコア 

基

準

1 

NbSは効果的

に社会課題に

取り組む 

1.1 権利者や受益者にとって最も切迫した社会課題が優先されている ① 2 
1.2 取り組む社会課題は、明確に理解され、文書化されている ① 3 
1.3 NbSから生じる人間の幸福への結果が特定され、基準化され、定期的に評価さ

れている 
③ 0 

基

準

2 

NbSのデザイ

ンは規模によ

って方向付け

られる 

2.1 NbSのデザインは、経済、社会、そして、生態系間の相互作用を認識し、それ

らに対応するものである 
④ 0 

2.2 NbSのデザインは他の補完的な取り組みと統合され、セクター横断的なシナジ

ーを求めるものである 
④ 0 

2.3 NbSのデザインには、取り組みの場所を超えたリスクの特定と管理が組み込ま

れている 
④ 0 

基

準

3 

NbSは、生物多

様性、および、

生態系の健全

性に純便益を

もたらす 

3.1 NbS行動は、生態系の現状、そして、劣悪化や喪失を招く主要因に関するエビ

デンスに基づく評価に直接的に対応するものでなくてはならない 
② 2-3 

3.2 明確で測定可能な生物多様性の保護に関する結果が特定、基準化され、定期

的に評価されている 
② 2-3 

3.3 モニタリングには、NbSから生じる予期せぬ自然への悪影響の定期的な評価が

含まれている 
④ 0 

3.4 生態系の健全性および連続性を高める機会が特定され、NbS戦略に取り込まれ

ている 
② 2-3 

基

準

4 

NbSは経済的

に実行可能で

ある 

4.1 NbSに関連する直接的および間接的な便益と費用、負担者と受益者が特定さ

れ、文書化されている 
① 1 

4.2 関連法規制および補助金を含む、NbSの選択を裏付ける費用対効果の調査が提

供されている 
① 0 

4.3 関連する外部性を考慮することにより、利用可能な代替的解決策に対するNbS

デザインの有効性が正当化される 
④ 0 

4.4 NbSデザインは、市場ベース、公共セクター、自発的コミットメントおよび規

制コンプライアンスを支持するためのアクションなど、資源調達オプション

のポートフォリオを考慮する 

③ 1 

基

準

5 

NbSは、包括的

で、透明性が

高く、力を与

えていくガバ

ナンスプロセ

スに基づいて

いる 

5.1 取り組みが開始されるまでに、定義され、十分に合意されたフィードバック

および苦情解決メカニズムが全ての利害関係者に対して整備されている 
② 1-2 

5.2 参画は、性別、年齢、社会的地位にかかわらず、相互尊重と平等に基づくもの

である。そして、先住民族の事前の自由なインフォームド・コンセント（以下

FPIC）の権利を支持するものである 

② 1-2 

5.3 直接的、または、間接的にNbSにより影響を受ける利害関係者が特定され、NbS

活動の全てのプロセスに参画している 
① 0 

5.4 意思決定プロセスにおいては、参画する全ての影響を受ける利害関係者の権

利と利害が文書化、対応されている 
② 2 

5.5 NbSの規模が行政界を超える場合、影響を受ける行政区域の利害関係者の共同

意思決定を可能にするメカニズムが確立されている 
② 2-3 

基

準

6 

NbSは、主目的

の達成と複数

便益の継続的

な提供の間の

トレードオフ

を公平に比較

考量する 

6.1 取り組みに関連するトレードオフの潜在的費用と便益が、明確に認識され、

予防措置および適切な是正措置の指針となっている 
① 1 

6.2 様々な利害関係者の責任とともに、土地および資源の権利、利用、アクセス

が認識され、尊重されている 
① 1 

6.3 相互合意されたトレードオフの限界が尊重され、NbS全体を不安定化しないよ

う、確立された予防措置が定期的にレビューされる ③ 0 

基

準

7 

NbSはエビデ

ン ス に 基 づ

き、順応的に

管理される 

7.1 NbS戦略が設定され、定期的なモニタリングおよび取り組みの評価の基礎とし

て用いられている 
① 3 

7.2 モニタリングおよび評価計画は、取り組みのライフサイクルを通して、策定、

実施される 
① 3 

7.3 順応的管理を可能にする反復学習の枠組みが、取り組みのライフサイクルを

通して採用されている 
① 2 

基

準

8 

NbSは、持続可

能で、適切な

法域の文脈の

中で主流化さ

れる 

8.1 NbSのデザイン、実施、そして、得られた教訓は、根本的変化をもたらすよう

共有されている 
① 2 

8.2 NbSは、その採用と主流化を支援するため、促進的政策や規制の枠組みを方向

付け、向上させる 
③ 2 

8.3 NbSは、人間の幸福、気候変動、生物多様性、先住民族の権利に関する国際連

合宣言（UNDRIP）を含む人権に関する国家および全世界の目標に資する 
② 0-1 
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表 5 各基準の評価分類と判断理由（1/8） 

  

基準 ガイドの質問 インジケーターガイド よく適合 適合 部分的 不十分 評価方針 判断理由

1.1

権利者や受益者に
とって最も切迫した社
会課題が優先されて
いる

・社会的課題は特定されているか？
・権利保有者と受益者は協議している
か？
・権利保有者や受益者にとって最も差
し迫った社会的課題は優先される
か？

NbSの取り組みは、社会に重大かつ
実証可能な影響を与える明確に特定
された課題に取り組まなくてはならな
い。最も切迫した社会課題の特定
は、外部利害関係者と地域の人々と
の間で意見が異なる可能性があるた
め、透明性の高い包括的な協議プロ
セス（基準5）によって導かれる。

権利者や受益者との十分な
協議に基づき、最も緊急性の
高い社会的課題に優先順位
をつけている。

権利者や受益者との協議を
経て特定した社会的課題で
ある。

一部の権利者や受益者か
らの限られたインプットのみ
で、一般的な社会的課題が
特定されている。

明確な社会的課題がなく、
権利者や受益者との協議も
行われていない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

本事業は、住民
との協議により
開始されてい
る。
中間評価報告
書に、「社会課
題」として「水の
安全保障」に関
する記述がある
が、優先順位は
付けられていな

1.2
取り組む社会課題は、
明確に理解され、文書
化されている

・社会的課題の推進要因と対応策は
特定されているか？
・社会的課題は、関連する国や地域の
文脈で理解されているか？
・社会的課題は文書化され、影響を受
けるステークホルダーがアクセス可能
か？

取り組むべき課題に関する明確な理
解と論理的根拠を確立すること、そし
て、これらが文書化されることが、将
来の説明責任を果たし、人間の幸福
に寄与するよう戦略を最適化するた
めに重要である（1.3）。NbSは、雇用
創出や生態系サービスのフローの増
加等、複数の社会的便益を生み出す
ことも多い。このような追加的便益に
関わる社会課題もまた文書化されな
くてはならない。

特定された社会的課題の推
進要因とその対応が、関連す
る地域の状況も含めてよく理
解され、十分に文書化され、
アクセス可能である。

特定された社会的課題の推
進要因とそれに対する対応
は、関連する文脈の中で広
く理解されているが、いくつ
かの文書や知識のギャップ
が残っている。

社会的な課題は、広く受け
入れられているシナリオと
一致する言葉で組み立てら
れるが、複数の文書と文脈
特有の知識のギャップが存
在する。

特定された社会的課題の推
進要因とそれに対する対応
について、限られた、あるい
は全く文書化されていない、
表面的な理解である。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

5か年計画や中
間評価報告書
に、社会的課題
の解決のための
対応（事業内
容）が文書化さ
れ、アクセスが
可能な状況であ
る。

1.3

NbSから生じる人間の

幸福※1への結果が特
定され、基準化され、
定期的に評価されて
いる

・人間の幸福への結果は、特定された
社会的課題と関連性があるか？
・影響を監視するためのベンチマーク
は存在するか？
・成果やベンチマークは定期的な間隔
で評価されるか？
・人間の幸福への結果は、介入のた
めの戦略に組み込まれているか？

NbSは、人間の幸福に有形で重要な
便益をもたらすものでなくてはならな
い。説明責任、そして、順応的管理の
方向付けのために重要なので、具体
的、計測可能、達成可能、現実的か
つ適時な目標（SMART）が適宜用い
られるべきである。

社会的課題および国や地域
の状況に関連したSMARTな
人間の福利の成果およびベ
ンチマークが特定され、定期
的に評価されている。

特定された社会的課題およ
び国や地域の状況に関連
する、人間の幸福のための
具体的な成果およびベンチ
マークが特定され、介入期
間中に少なくとも1回評価さ
れている。

人間の幸福に関する一般
的な成果やベンチマークは
特定されているが、その評
価については規定されてい
ない。

人間の幸福のための成果
が特定されていない、また
は曖昧で定義が不明確で、
ベンチマークや評価の規定
がない。

③
情報は不十分
であるが、事業
特性その他の
内容から一定
の評価が可能
と考えられる項
目

既往資料に、
「人間の幸福
（安全、良好な
社会関係、健康
等）」に関する成
果の特定や評
価方法について
判断可能な情報
がないと考えら
れる。

2.1

NbSのデザインは、経
済、社会、そして、生
態系間の相互作用を
認識し、それらに対応
するものである

・経済、社会、生態系間の相互作用は
特定されているか？
・その相互作用には、介入地域内及び
その周辺のものも含まれているか？
・これらの相互作用の経時的な変化
は考慮されているか？
・他地域への影響や他地域からの影
響も考慮されているか？
・これらの相互作用は、介入と意思決
定プロセスの設計に使用されている
か？

NbSの成功は、技術的な取り組みの
質だけではなく、人々、経済、そして、
生態系間の相互作用がいかに良く理
解され、対応されるかによって決定さ
れる。長持ちし、持続可能な解決策
のために、NbSのデザインには、この
ようなタイプの相互作用を認識し、そ
れに取り組み、また、それを意思決
定に組み込むシステムの組み立てが
必要である。

NbSの設計では、他の地域や
セクターに及ぼす潜在的な影
響を考慮し、介入地域内とそ
の周辺の経済、社会、生態系
との相互作用を詳細に考慮さ
れている。これらの相互作用
は、介入期間中に、意思決定
プロセスにおいて考慮される。

NbSの設計では、経済、社
会、生態系の間の特定の相
互作用を認識しており、これ
らはNbSの意思決定プロセ
スにおいて、介入期間中に
少なくとも一度は考慮されて
いる。

NbSの設計では、経済、社
会、生態系間の相互作用の
一部を認識し、対応している
が、知識のギャップが残って
いる。これらは、意思決定プ
ロセスにおいて、部分的に、
あるいは全く考慮されてい
ない。

NbSのデザインは、経済、社
会、生態系の相互作用を認
識し、それに対応するもの
ではない。

④
情報が不十分
であるため、評
価が困難な項
目

経済、社会、生
態系間の相互
作用について、
認識しているか
判断するための
情報がないと考
えられる。

2.2

NbSのデザインは他の
補完的な取り組みと
統合され、セクター横
断的な相乗効果を求
めるものである

・その地域と周辺での補完的な介入は
確認されているか？
・NbSの設計は、関連する補完的な介
入策と統合されているか？
・プロジェクト管理、モニタリング、成果
において相乗効果が追求されている
か？
・補完的な介入と相乗効果は、介入期
間を通して再評価されているか？

NbSは、工学プロジェクト、情報技術、
金融商品等、他のタイプの取り組み
との共働または補完を追求する。そ
のような補完的な行動は本質的に、
各状況の詳細や背景に応じて、様々
なセクター横断的な相乗効果の特定
が必要である。

セクター間の相乗効果は徹底
的に調査され、関連するすべ
ての補完的な介入はNbSの設
計に統合されている。これら
は、介入期間中、関連する時
点で調査され、再検討され
る。

「セクター間の相乗効果が
調査され、最も関連性の高
い補完的な介入策がNbSの
設計に組み込まれる。これ
らは、介入期間中に少なくと
も一度は再検討される。

「いくつかのセクターにおけ
る相乗効果は広く認識され
ているが、知識のギャップが
あり、NbSの設計に組み込
まれているのは一部の補完
的な介入のみである。

セクター間の相乗効果が特
定されておらず、補完的な
介入が特定されても、NbS
の設計に組み込まれていな
い。

④
情報が不十分
であるため、評
価が困難な項
目

他部所や自治
体（市町村）との
連携や連携によ
る相乗効果につ
いて検討されて
いる情報がない
と考えられる。

2.3

NbSのデザインには、
取り組みの場所を超
えたリスクの特定と管
理が組み込まれてい
る

・内部および外部リスクの要因は特定
されているか？
・それらのリスクに関する科学的・地
域的知見が考慮されているか？
・NbSの設計は、起こりうる内部及び外
部のリスクを考慮しているか？
・リスク管理計画はNbSの設計に組み
込まれているか？
・このリスク管理計画は介入期間中
ずっと見直されているか？

NbSは、直接の取り組みエリア外の
利害関係者、利害、生態系に、肯定
的にまたは否定的に、影響を及ぼし
たり、及ぼされたりする可能性があ
る。解決策が、長持ちし、持続可能で
あるために、取り組み拠点内外の相
互作用は、意思決定プロセスにおい
て理解、説明される必要がある。適
切なリスク管理オプションが取り組み
デザインに組み込まれるべきである。

科学的知見と地元の知見を
考慮し、望ましくない変化のリ
スクとその要因が特定されて
いる。これらのリスクの管理
は、NbSの設計に組み込ま
れ、介入期間中、再検討され
る。

リスクが限定的または全く
特定されておらず、特定さ
れていてもその管理がNbS
の設計に統合されていな
い。

④
情報が不十分
であるため、評
価が困難な項
目

事業による内
部、外部（活動
範囲外）へのリ
スクの特定や管
理に関する情報
がないと考えら
れる。

指標
社

会
的

課
題 1. NbSは効

果的に社会
課題に取り

組む

規
模

に
応

じ
た

設
計

2. NbSのデ
ザインは規
模によって
方向付けら

れる

※1人間の幸福：人間の幸福には、複数の構成要素があると考えられている。良い生活のための基本材料（十分で安定した生計、衣食住、財へのアクセス等）；健康（気分が良く、清潔な空気、清潔な水を入手できる健康な物理的環境を有していること

を含む）；良好な社会関係（社会的結束、相互尊重、他者を助け、子供に手を差し伸べる能力を含む）；安全（自然その他の資源への安全なアクセス、個人の安全、天災および人災からの安全を含む）；選択および行動の自由（個人が

価値を置く生き方や行動をする機会を含む）。 

※2表中の①～④の数値：表 3の①～④と対応する。 
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表 5 各基準の評価分類と判断理由（2/8） 

  

基準 ガイドの質問 インジケーターガイド よく適合 適合 部分的 不十分 評価方針 判断理由

3.1

NbS行動は、生態系の
現状、そして、劣悪化
や喪失を招く主要因に
関するエビデンスに基
づく評価に直接的に対
応するものでなくては
ならない

・関連する生態系の現状は評価されて
いるか？
・この評価は適切な空間的・時間的ス
ケールで行われているか？
・生態系の劣化や生物多様性の損失
の要因について評価されているか？
・その評価には現地での検証が含ま
れているか？
・アセスメントは科学的、地域的知識を
考慮しているか？
・NbSの活動はアセスメントと特定され
た劣化や損失の要因に対応している
か？

自然を用いた解決策を策定するため
に、当該生態系の現状に関する十分
な理解が必要である。ベースライン評
価は、地域知と科学的理解の双方を
適宜利用して、生態学的状況、生態
系喪失の要因、改善のための選択
肢を特徴付けるに足るほど広範でな
くてはならない。

適切な空間・時間スケールで
の生態系の現状に関する最
新のアセスメントが実施され
ている。評価には、変化の要
因や生物多様性の損失に関
する情報が含まれている。ア
セスメントには、現地での検証
や地元の知識も含まれてい
る。

生態系の現状について、10
年以上前の二次データおよ
び参照地図を用いた情報が
ある。生態系の情報は、現
地訪問を通じて、可能であ
れば地元コミュニティや伝統
的知識からの一般的なイン
プットを得て、検証されてい
る。

既存の土地被覆と土地利
用に関する一般的な情報
は、生態系の状態を評価す
るために、より一般的なス
ケールで、10年以上前のも
のは使用されていない。現
場レベルでの検証は行われ
ておらず、コミュニティや伝
統的な知識から得たデータ
である。

関連する空間的または時間
的スケールでの生態系の状
態の一般的な条件につい
て、利用可能な情報がな
い。

②
情報はあるが、
評価の判断が
難しい項目

生態系に関する
現状の調査は
実施されている
が、「空間・時間
スケール」での
調査や評価に関
する情報がない
と考えられる。

3.2

明確で測定可能な生
物多様性の保護に関
する結果が特定、基
準化され、定期的に評
価されている

・生物多様性保全の成果が明確で測
定可能であるか？
・これらの成果は、現在の生態系の状
態を理解した上でのものか？
・これらの成果は、介入に関連する期
間に適用可能か？
・望ましい変化のためのベンチマーク
が設定されているか？
・保全の成果は定期的に評価されて
いるか？

NbSのデザイン、モニタリング、評価
を方向付けるため、主要な生物多様
性に関する数値目標が設定されるべ
きである。各NbSに関して、目標のタ
イプは異なる。再生された生態系の
割合の場合もあれば、キーストーン
種の回復の場合もある。

NbSの目標には、生物多様性
と生態系の健全性に関連する
具体的で測定可能な指標変
数、変化の傾向（増加、減少、
維持）、変化の大きさ（例：
80％）、時間枠（例：5年以内）
などが含まれている。
保全開始前に、評価する変
数、評価の頻度、成果を決定
するために行う分析、および
情報の共有方法を含むモニタ
リングと評価のシステムが整
備されている。
保全開始前に、指標となる変
数のベースライン評価が実施
されている。
モニタリングと評価により、適
切な期間内に種や生態系の
回復、または回復した地域の
測定可能な範囲を示すのに
十分な情報を得ている。

NbSの目標には、生物多様
性や生態系の健全性に関
する測定可能な指標変数が
含まれているが、望ましい
変化の大きさ（例：80％）や
時間枠（例：5年以内）に関
する具体的な内容が欠けて
いる。
保全開始前に、ベースライ
ン評価が行われ、モニタリン
グと評価のシステムが導入
されているが、評価の頻
度、成果を決定するための
分析、または情報の共有方
法についての詳細が欠けて
いる。
関連する期間の生態系指
標に関する情報が十分でな
い。

生物多様性と生態系の健
全性に関するNbSの成果
は、具体性に欠ける。
関連する保全の成果につい
ては一般的に示されてお
り、モニタリングシステムも
整備中である。

NbSの目標は、生物多様性
や生態系の健全性に関連
する成果を特定できていな
い。
モニタリングシステムもなく、
生態系や種の回復に関す
るデータもない。

②
情報はあるが、
評価の判断が
難しい項目

指標の設定や
評価の実施方
針の記載はある
が、ベースライン
評価の実施に関
する記述が無
く、判断が難し
い。

3.3

モニタリングには、
NbSから生じる予期せ
ぬ自然への悪影響の
定期的な評価が含ま
れている

・生態系、種、生態学的プロセスのモ
ニタリングと評価の計画があるか？
・モニタリング計画は、NbSから生じる
自然への潜在的な悪影響に関連する
測定可能な変数に基づいているか（直
接的、間接的に）？
・それらの影響に対応するための措置
がとられているか？
・モニタリング計画は、定期的な測定
によって適切に実施されているか？

生態系は複雑で、相互に依存する構
成要素とプロセスからなる。それら
が、特定の取り組みその他外的変化
にどのように反応するかについては、
常に一定レベルの不確実性が存在
する。したがって、NbSは、解決策自
体の生態学的基礎を揺るがしかねな
い予期せぬリスクを最小化、あるい
は、緩和するよう、デザイン、モニター
されるべきである。

NbSの介入が生態系、生態学
的プロセス、生物種に及ぼし
うる悪影響が特定され、それ
らの影響を緩和するための措
置がとられている。潜在的な
悪影響に関連する具体的な
測定可能変数がベースライン
評価に含まれており、これら
の影響の監視と評価システム
が適切に実施され、それらの
影響に対処するための行動
が実施されている。

NbS計画では、NbSの介入
が生態系、生態学的プロセ
ス、生物種に及ぼしうる悪
影響を特定し、それらの影
響を緩和するための行動を
盛り込んでいるが、行動の
動員や資金調達方法につ
いては明確でない。有害な
影響を評価するためのモニ
タリング計画は現在策定中
であり、それらの影響に対
抗するための行動も含まれ
ている。

NbSの活動が生態系に与え
る影響については、一般的
に把握されており、その影
響を緩和するための計画が
立てられている。

NbSの介入による潜在的な
影響の特定がなく、これら
の影響は評価されていな
い。

④
情報が不十分
であるため、評
価が困難な項
目

取組による生
物・生態系への
悪影響が特定さ
れているかの情
報がないと考え
られる。

3.4

生態系の健全性およ
び連続性を高める機
会が特定され、NbS戦
略に取り込まれている

・生態系の健全性を維持または回復
するための要件が特定されている
か？
・生態系の連結性と完全性を強化する
機会が評価されているか？
・これらの要求と機会に対応する行動
がNbS戦略に盛り込まれているか？

NbSの利用により、他のタイプの取り
組み（工学等）が単独では達成でき
ない方法で、生物多様性の保護、そ
して、生態系管理努力を向上させる
機会が提供される。解決策が、保護
結果に関して明示的に管理される自
然の生態系の近くで実施される場
合、NbSは生態系の連続性を高める
よう実施されるべきである。さらに、
再生の際、以前存在した植生の種を
意図的に選択するなど、既存の生態
系の失われた構成要素を再導入す
るようにデザインすることもできる。

生態系の健全性を維持・回復
するための要件について、詳
細なアセスメントが行われて
いる。生態系の完全性または
連結性を強化するためのオプ
ションが、必要に応じて特定さ
れ、実施されている。これらの
オプションには、土壌回復作
業、生態系回復活動、隔離作
業、または対象種の保全活動
が含まれる場合がある。

生態系の完全性や連結性
を高めるための潜在的なオ
プションが一般的に特定さ
れており、適切な場合には、
それらをNbS戦略に組み入
れる計画がある。

適切な場合には、生態系の
健全性または連結性を高め
るための潜在的な行動を一
般的に特定することができ
る。

生態系の健全性または連
結性を高めるためのオプ
ションが特定されていない。

②
情報はあるが、
評価の判断が
難しい項目

生態系の健全
性・連結性の強
化のための事業
は実施されてい
るが、連結性を
高めるための詳
細なアセスメント
に基づき特定さ
れた事業なのか
の判断が難し
い。

生
物

多
様

性
純

益

3. NbSは、
生物多様
性、およ

び、生態系
の健全性に
純便益を
もたらす

指標

※1表中の①～④の数値：表 3の①～④と対応する。 
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表 5 各基準の評価分類と判断理由（3/8） 

 

  

基準 ガイドの質問 インジケーターガイド よく適合 適合 部分的 不十分 評価方針 判断理由

4.1

NbSに関連する直接
的および間接的な便
益と費用、負担者と受
益者が特定され、文
書化されている

・NbSに関連する直接的、間接的な利
益とコスト、およびそれらの受益者は
特定されているか？
・これは完全に文書化されているか？
・主要な情報提供者とともに検証して
いるか？
・受益者と負担者を容易に把握するこ
とができるか？

直接的および間接的、経済的および
非経済的な要素を含む、得られる主
要な便益の特定と文書化は、取り組
みの経済的実行可能性の経時的な
評価ための主要項目である。この情
報は、受益者と負担者によって区別
されるべきである。

主な直接および間接のコスト
と便益はすべて確立され、主
要な情報提供者とともに検証
され、完全に文書化されてい
る。コストと便益の配分はよく
理解されており、受益者と負
担者を容易に確認することが
できる。

コストと便益の分析には、財
務的要素と非財務的要素
の両方が含まれ、間接的な
コストと便益についても明確
に記述されているが、まだ
理解のギャップが見られる。
コストと便益がどのように配
分されるかについて、十分
な理解が得られているが、
主要な情報提供者との検証
は限定的である。

コストと便益の分析には、財
務的要素と非財務的要素
の両方が含まれるが、間接
的なコストと便益について
は、理解に大きなギャップが
ある。主要なコストと便益が
どのように配分されている
かについての一般的な理解
はあるが、包括的ではなく、
検証も不十分である。

コストと便益の特定は、その
イニシャティブの直接的な金
銭的取引にのみ限定されて
いる。コストと便益がどのよ
うに配分されるかについて
の理解は、表面的または逸
話的なものである。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

直接的、間接的
な便益と費用、
負担者と受益者
とその配分に関
する情報がない
と考えられる。

4.2

関連法規制および補
助金を含む、NbSの選
択を裏付ける費用対
効果の調査が提供さ
れている

・費用対効果は分析されているか？
・先行コスト、経常的な直接・間接コス
ト、時間外での便益の流れを含めてい
るか？
・費用対効果の主要な前提条件が特
定されているか？
・関連する規制や補助金の影響を測
定しているか？
・その研究は、介入のための行動の選
択をサポートしているか？
・重要な変数に対して感度分析が行わ
れているか？

長期的な経済的および財務的持続
可能性を考慮せずに初期費用に多
額の資金を投入した場合、取り組み
の実行可能性に悪影響を及ぼす可
能性がある。費用対効果の調査に
よって、取り組み案に関して長期的
に期待される便益に対する初期費用
および経費の検討が可能になるだけ
ではなく、主要な（隠れた）前提条件
が明らかになり、検討、検証される。

ベストプラクティスに従って完
全な費用対効果調査が実施
され、先行コスト、経常的な直
接・間接コスト、時間外での利
益の流れ、主要な仮定が含ま
れている。重要な変数（主要
な規制や補助金の変更を含
む）に対する感度分析が行わ
れ、長期的な経済的・財政的
持続可能性と経済的リスクが
十分に理解されている。

初期費用、経常的な直接・
間接費用、主要な便益の流
れを含む費用対効果調査
が可能である。主要な仮定
は特定されているが、完全
な感度分析が行われていな
い。長期的な経済的・財政
的持続可能性は概ね理解
されているが、規制や補助
金制度の変更に伴う将来の
経済的リスクの枠組みには
ギャップがある可能性があ
る。

基本的な内部収益率は、主
に初期費用と経常費用、お
よび直接的な利益に基づい
て計算されている。しかし、
間接的なコストと便益の計
上には大きな隔たりがあり、
主要な前提条件の検証は
行われていない。現行の規
制や補助金制度が変更さ
れた場合の影響についての
理解も不十分である。

基本的な内部収益率さえも
計算・推定しようとせず、ま
た、長期にわたる利益の流
れが初期費用や経常費用
とどのように比較されるかを
理解していない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

費用対効果調
査の実施や感
度分析の実施に
関する情報がな
いと考えられる。

4.3

関連する外部性を考
慮することにより、利
用可能な代替的解決
策に対するNbSデザイ
ンの有効性が正当化
される

・利用可能な代替的解決策は特定さ
れているか？
・介入デザインの有効性は、利用可能
な代替案に対して正当化されるか？
・その正当性は文書化されているか？
・関連する外部性が適切に考慮されて
いるか？

NbSの主要な特質は、経済的に実行
可能かつ効率的な方法で、少なくとも
単一の社会課題に取り組むことが可
能であるということである。これは、
実行可能な代替案に対して、解決策
の費用効率性と費用負担可能性を
検証すべきことを意味する。代替的
な解決法としては、様々な自然に根
ざした解決策（氾濫原管理よりも流
域管理）、様々な従来型および自然
に根ざした解決策の組み合わせ、自
然に根ざした解決法を、土木インフラ
等、より従来型のアプローチで完全
に代替することなどが考えられる。

代替案の選択肢に対する介
入の有効性と価格が、経済的
に十分正当化され、理解さ
れ、文書化されている。

特に代替案のコスト、利益、
リスクの包括的な理解に関
しては、分析にギャップがあ
るものの、介入の有効性と
経済性は広く正当化するこ
とができる。

有効な代替案は特定され、
その長所と短所は文書化さ
れているが、限定的で基本
的な経済分析しか行われて
いない。

提案されている介入の費用
対効果を、他の実行可能な
代替案と比較する意味のあ
るレビューが行われていな
い。

④
情報が不十分
であるため、評
価が困難な項
目

費用負担が高い
解決策に対し、
代替的な解決策
に関する情報が
ないと考えられ
る。

4.4

NbSデザインは、市場
ベース、公共セク
ター、自発的コミットメ
ントおよび規制コンプ
ライアンスを支持する
ための行動など、資源
調達源の組合せを考
慮する

・資金調達の選択肢について包括的
なレビューが行われているか？
・このレビューは、介入の主要な利点
と付随的な利点を提供するための費
用をカバーしているか？
・完全なリソーシングパッケージが組
み立てられ、交渉しているか？
・このリソースパッケージには、将来の
収入源に関する規定が含まれている
か？

NbSが様々な利害関係者に複数の
便益を同時にもたらすという事実は、
いくつかの資金調達源に制限がかか
り、取り組みの長期的な実行可能性
が損なわれる可能性がある。例え
ば、民間投資家は、公共財の提供費
用を負担することは望まないし、公的
機関は民間の便益のための費用を
引受けたがらないだろう。このため、
様々な金融メカニズムを統合した資
源調達パッケージが必要になる。資
金源としては、公共部門の補助金、イ
ンセンティブ、低金利ローン、民間
ローンおよび株式発行による資金調
達、官民パートナーシップ、フィランソ
ロピー（慈善活動、ボランティア等）、
自発的寄附、あるいは、上記の組み

介入の主要な利点と付随的な
利点の提供コストをカバーす
る人材調達オプションの包括
的なレビューが行われ、将来
の収入源の確保を含む完全
な人材調達パッケージが組み
立てられ交渉されている。

長期的な資金の主要な供
給源が特定され、確保され
ている。補完的な資金源と
して実行可能なものを特定
し、付随する法律、規制、契
約上の義務も含めて徹底的
に評価ている。包括的な資
源調達パッケージが特定さ
れているが、まだ交渉は行
われていない。

長期資金の主要な供給源
が特定され、確保されてい
る。実現可能性を適切に評
価するためにさらなる分析
が必要であるが、補完的な
資金源の可能性を確認して
いる。

当面の立ち上げや試験段
階の費用を賄うのに必要な
資金以上の長期的な主資
金源についてさえ、明確な
理解（保証）がない。将来の
収入源の可能性についての
分析も、補完的な資金調達
方法についての予備的な分
析もなされていない。

③
情報は不十分
であるが、事業
特性その他の
内容から一定
の評価が可能
と考えられる項
目

資金調達の方
法について、包
括的な議論がな
されているかの
情報がないと考
えられる。

経
済

的
実

現
性

4. NbSは経
済的に実行
可能である

指標

※1表中の①～④の数値：表 3の①～④と対応する。 
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表 5 各基準の評価分類と判断理由（4/8） 

 

※1苦情解決メカニズム：苦情解決メカニズムは、苦情の受理と改善策の提供に関する手続き、役割、規定からなる。 

注：効果的な苦情処理メカニズムは、正当で、利用可能、予想可能、公平で、透明性が高く、権利と適合し、継続的な学習ソースとなることが期待される。実務レベルのメカニズムが効果的であるために、参画と対話に基づくこと

が求められる。これらの基準に関する説明については、国連（UN）指導原則 31を参照。 

※2事前の自由なインフォームドコンセント（Free, Prior and Informed Consent : FPIC）：FPICを得る義務によって、活動計画の規模や影響等についての情報が先住民族が完全に理解できる言語で提供された上で、先住民族が強制されたり脅迫されたりせ

ずに、その同意が活動の許可又は開始に先立って求められ、最終的な同意を付与し、あるいは付与しないという先住民族の選択が尊重されなければならないことを確保するよう要求される。 

※3 表中の①～④の数値：表 3の①～④と対応する。 

  

基準 ガイドの質問 インジケーターガイド よく適合 適合 部分的 不十分 評価方針 判断理由

5.1

取り組みが開始され
るまでに、定義され、
十分に合意された
フィードバックおよび

苦情解決メカニズム※1

が全ての利害関係者
に対して整備されてい
る

・合法的なフィードバックと苦情処理メ
カニズムがあるか？
・このメカニズムの開発にあたり、影響
を受けるステークホルダーの意見を聴
取しているか？
・このメカニズムは文書化され、予測
可能で透明性があるか？
・このメカニズムはすべての利害関係
者が利用でき、アクセス可能か?
・ このメカニズムは介入開始前から利
害関係者に利用可能か?
・このメカニズムは権利に適合してい
るか？
・この仕組みの所有権と信頼は明白
か？
・そのメカニズムは定期的に見直さ
れ、適応されているか？

フィードバックおよび苦情解決メカニ
ズムには、苦情の受付および救済の
提供に関する明確な手続き、役割、
規定に従って運営される公式で法的
な、あるいは、非公式で法律外の苦
情解決システムが含まれる。有効な
苦情解決システムは、影響を受ける
利害関係者間の受容と正当性、透明
性、利用可能性、権利に基づくアプ
ローチの遵守によって特徴付けられ
る。それらは、予測可能で公平な方
法で運営され、参画と対話に基づか
なくてはならない。

影響を受けるステークホル
ダーとの十分な協議のもと、
フィードバックと苦情解決のメ
カニズムが開発されている。こ
のメカニズムは合法的で、アク
セスしやすく、予測可能で、公
平で、透明性があり、権利に
適合し、適応的に管理されて
いる。メカニズムに対するオー
ナーシップ（主体的に取組む
姿勢）と信頼の明確な証拠が
ある。

影響を受けるステークホル
ダーとの十分な協議のも
と、フィードバックと苦情解
決のメカニズムが開発され
る。このメカニズムは、合法
的で、アクセスしやすく、予
測可能で、衡平で、透明性
があり、権利に適合し、適応
的に管理されるものであ
る。メカニズムに対する所有
権と信頼はありそうだが、現
状では立証できない。

フィードバックと苦情解決の
メカニズムは、影響を受ける
一部のステークホルダーか
らの限られたインプットで開
発される。このメカニズム
は、合法的、アクセス可能、
予測可能、衡平、透明、権
利互換、適応的管理のいず
れにも完全に対応できるも
のではない。

影響を受けるステークホル
ダーとの協議もなく、フィード
バックや苦情解決のメカニ
ズムがないか、部分的にし
か開発されていない。

②
情報はあるが、
評価の判断が
難しい項目

取組に対する県
民意見聴衆やそ
れを踏まえた改
善とための体制
（メカニズム）は
構築されてい
る。透明性や権
利との適合、適
応的管理なのか
の判断が難し
い。

5.2

参画は、性別、年齢、
社会的地位にかかわ
らず、相互尊重と平等
に基づくものである。
そして、先住民族の事
前の自由なインフォー

ムド・コンセント※2の
権利を支持するもので
ある

・介入期間中のいかなる時点において
も、先住民族は直接的または間接的
に影響を受けているか？
・介入は、介入期間中に、先住民の自
由意思に基づく事前了解と情報提供
の権利を守っているか？
・参加は相互尊重と平等に基づいてい
るか？
・介入期間を通じてこれを支援するた
めのプロセスがあるか？

ガバナンスの仕組みが効果的に機
能するためには、全ての影響を受け
る利害関係者に、適時に正しい情報
が提供されなければならない。そし
て、彼らが提供するインプットに有意
義に対応しなくてはならない。その
際、伝統的に排除されてきたグルー
プが、彼らの尊厳が尊重され、彼ら
の参画が促進される方法で、積極的
にプロセスに加えられるよう意識的な
努力が求められる。これは特に、NbS
の取り組みが、先住民族の土地や領
土で行われ、影響を与える場合に当
てはまる。その場合は、彼らの取り組
みに対して自決する権利、および、結
果は確立された事前の自由なイン
フォームド・コンセントのプロトコルに
従うものでなくてはならない。

事前の自由なインフォームド・
コンセントは、代表的な機関
から高いレベルの参加を得て
おり、NbSのタイムスケールを
通してこれが維持されるよう
なプロセスが確立されている。

ほとんどの代表的な機関か
ら高いレベルの参加が得ら
れている。一部のステーク
ホルダーとの間にギャップ
があるものの、優先順位の
高いステークホルダーとの
間で、介入期間中、これを
維持するためのプロセスが
確立されている。

NbS プロセスの初期に、一
部の代表的な機関に対し、
情報提供や課題に対する
検討が行われている。介入
期間中、これが持続するよ
うなプロセスはない。

事前の自由なインフォーム
ド・コンセントは取得されて
おらず、これを確実に支持
するためのプロセスも確立
されていない。

②
情報はあるが、
評価の判断が
難しい項目

事業実施時に
は、県民の合意
により取組が実
施されている
が、その具体的
な情報がなく、
判断が難しい。

5.3

直接的、または、間接
的にNbSにより影響を
受ける利害関係者が
特定され、NbS活動の
全てのプロセスに参画
している

・NbSの影響を直接・間接的に受ける
ステークホルダーを特定できている
か？
・介入に対する彼らの影響や関心は
可視化されているか？
・彼らは介入の全過程に関与している
か？
・影響を受けるステークホルダーは、
介入の結果を受け入れ、所有権を感じ
ているか？

利害関係者の可視化および分析に
より、誰が、NbSによって、直接的に
または間接的に、肯定的にまたは否
定的に影響を受けるか特定する。こ
れによって、取り組みにおいて、影響
を受ける利害関係者がデザインおよ
び実施に参画し、彼らの権利や利害
を支持する意見を明確に述べ、さら
なる疎外を防止する機会を得ること
ができる。

NbSによって直接的、間接的
に影響を受ける可能性のある
ステークホル ダーを特定する
ため、マルチスケール、マルチ
セクターの強固なステー クホ
ルダー分析が行われた。影響
を受けるステークホルダー
は、介入開始時からすべての
プロセスに関与し、成果を受
容・所有した。

ステークホルダー分析を行
い、NbSの影響を直接また
は間接的に受ける可能性
のあるステークホルダーを
特定した。その後、いくつか
のギャップはあるものの、ほ
とんどのステークホルダー
が介入のプロセスに関与し
ている。オーナーシップの立
証ができない

限られたステークホルダー
分析が行われ、NbSの影響
を直接または間接的に受け
る可能性のあるステークホ
ルダーが一部特定されただ
けである。特定された者のう
ち、何人かはNbSのプロセ
スに関与している。

NbSの影響を直接・間接的
に受ける可能性のある人物
を特定するためのステーク
ホルダー分析が行われてい
ない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

ステークホル
ダー分析が行わ
れていない。

包
括

的
な

ガ
バ

ナ
ン

ス 5. NbSは、
包括的で、
透明性が高
く、力を与
えていくガ
バナンスプ
ロセスに基
づいている

指標
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表 5 各基準の評価分類と判断理由（5/8） 

 

  

基準 ガイドの質問 インジケーターガイド よく適合 適合 部分的 不十分 評価方針 判断理由

5.4

意思決定プロセスに
おいては、参画する全
ての影響を受ける利
害関係者の権利と利
害が文書化、対応さ
れている

・意思決定プロセスは文書化されてい
るか？
・この文書は透明性があり、アクセス
可能か？
・参加・影響するすべてのステークホ
ルダーの権利と利益に応えている
か？
・極端な不公平にさらされている利害
関係者に特別な注意が払われている
か？

透明性が高く、容易に入手可能な文
書に、NbSの意思決定手続きにおけ
る主要な段階が記録されていること
が重要である。これによって、論争や
口論などが起きた場合に、説明責任
が強化され、償還請求のための強固
な基礎が提供される。どの利害関係
者が、意思決定のどこで参画し、どん
な役割を果たしたかの記録に特に注
意を払うべきである。これは、極度の
不公平が存在し、有意義で効果的な
参画を促すようにプロセスを適応させ
る場合、特に重要である。

意思決定プロセスにおいて、
参加・影響するすべてのス
テークホルダーの権利と利益
を考慮し、特に極端な不公平
にさらされているステークホル
ダーに配慮している。手続き
は文書化され、この文書は透
明でアクセス可能である。

意思決定プロセスにおい
て、参加・影響するすべての
ステークホルダーの権利と
利益が考慮されている。手
順が文書化されており、こ
の文書が透明でアクセス可
能である。

意思決定プロセスにおい
て、参加・影響するすべての
ステークホルダー、または
一部のステークホルダーの
権利と利益を可視化してい
る。手順は文書化されてい
るが、利害関係者の決定を
考慮するための明確な計画
がない。ギャップが残ってい
る、および/または、透明性
やアクセス性が欠如してい
る。

意思決定プロセスにおい
て、ステークホルダーの権
利と利益が考慮されていな
い、および/または、文書化
されていない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

事業を進めるた
め、県民会議や
有識者といった
ステークホル
ダーが明確化、
文書化されてお
り、誰もが推進
体制を確認でき
る状況にある。

5.5

NbSの規模が行政界
を超える場合、影響を
受ける行政区域の利
害関係者の共同意思
決定を可能にするメカ
ニズムが確立されて
いる

・介入の対象となる生態系の生態学
的プロセ スと機能は、管轄区域の境
界を越えて広がっ ているか？
・すべての管轄区域で NbSの影響を
受ける利害関係者の間で共同 の意思
決定が可能になっているか？
・すべての管轄区域において、影響を
受ける利害関係者の間で越境的な協
力協定が結ばれているか？

生態系は政治的および行政的境界
に従うものではない。関係当局間の
境界を超えた協力の取り決めが、ア
プローチおよび期待される結果の一
貫性を保証し、境界を超えるNbSの
計画および実施を支える。

NbSの介入領域が管轄区域
の境界を越えているかどう
か、またどこを越えているかは
特定されている。このような場
合、すべての管轄区域の利害
関係者の間で越境協力協定
が結ばれる。共同意思決定が
可能である。

NbS の介入領域が管轄区
域を越えて広がっているか
どうかの一般的な理解であ
る。管轄区域の影響を受け
るステークホルダー間で、い
くつかの越境的協力協定が
結ばれているが、ギャップが
存在する。

NbS の介入領域が管轄区
域を超えているかどうか、ま
たどこまで広がっているか
についての識別が限定的で
ある。国境を越えた協力協
定がない。

NbS の介入領域が管轄区
域を超えているかどうか、ま
たその領域がどこにあるか
はわからない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

取組場所を超え
た範囲に活動が
影響しているか
どうか特定して
おらず、活動に
より他地域の生
態系の回復にも
繋がるという一
般的な理解であ
る。また、他県と
も連携はしてい
るが、その詳細
の記載がない。

包
括

的
な

ガ
バ

ナ
ン

ス 5. NbSは、
包括的で、
透明性が高
く、力を与
えていくガ
バナンスプ
ロセスに基
づいている

指標

※1表中の①～④の数値：表 3の①～④と対応する。 
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表 5 各基準の評価分類と判断理由（6/8） 

 

  

基準 ガイドの質問 インジケーターガイド よく適合 適合 部分的 不十分 評価方針 判断理由

6.1

取り組みに関連するト
レードオフの潜在的費
用と便益が、明確に認
識され、予防措置およ
び適切な是正措置の
指針となっている

・NbSの介入期間を通じて、NbSサイト
とより大きなランドスケープ／シース
ケープの両方におけるコストとベネ
フィットが特定されているか？
・トレードオフに関連するNbSの潜在的
なコストと便益は明確に認識されてい
るか？
・それらは予防措置に反映されるか？
また、予防措置に違反した場合の是
正措置に関する情報にも利用されて
いるか？
・コストとベネフィットに関する意思決
定のプロセ スは、影響を受けるステー
クホルダーに開示されて いるか？

全てのトレードオフは、NbSのライフサ
イクル全体を通して変化する費用と
便益を伴う。NbS予防措置の主要な
機能は、不可避のトレードオフが社
会の最も恵まれない要素に悪影響と
及ぼさないよう、また同様に、彼らの
取り組みによる便益の享受が否定さ
れないようにすることである。従って、
トレードオフの費用と便益に関する取
り決めが、影響を受ける利害関係者
間で十分に理解、共有され、定期的
に改訂されることが重要である（6．
3）。

コスト・ベネフィット分析では、
NbSのサイトとより大きなラン
ドスケープ/シースケープの両
方について、NbSの介入期間
を通じてコストとベネフィットを
考慮する。コストと便益は、予
防措置と是正措置に活用され
る。選択に関する意思決定の
プロセスがすべてのステーク
ホルダーに開示されている。

費用便益分析では、ほとん
どの空間的、時間的次元を
考慮している。特定されたコ
ストと便益は、いくつかの
ギャップはあるものの、予防
措置と是正措置に活用され
ている。

限られた費用便益分析は、
NbSサイトのみを考慮し、
NbSライフサイクルの特定の
部分のみを対象として実施
されている。特定されたコス
トと便益は、保障措置や是
正措置の情報提供に利用さ
れていない。

トレードオフの費用便益分
析が実施されていない、及
び/又は、予防措置や是正
措置が実施されていない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

トレードオフにつ
いて、費用と便
益が、その受益
者と負担者に関
する情報とト
レードオフが生
じた場合の措置
に関する情報が
ないと考えられ
る。

6.2

様々な利害関係者の
責任とともに、土地お
よび資源の権利、利
用、アクセスが認識さ
れ、尊重されている

・土地や資源の権利、利用、アクセス、
またステークホルダーの責任について
特定されているか？
・それらはステークホルダー可視化の
分析に組み込まれているか？
・それらは認められ尊重されている
か？
・それらは介入の設計に反映されてい
るか？

土地や自然資源のアクセス、利用、
管理に関する法的および慣習的権
利は、特に脆弱で疎外されたグルー
プの場合、尊重、支持されなくてはな
らない。NbSに関連する利害関係者
グループの権利、利用、責任は、適
切なツールを用い、利害関係者分析
や可視化の結果に基づき、分析、評
価されるべきである（5.3）。これは、
事前の自由なインフォームドコンセン
ト（FPIC）を用いなければならない、先
住民族社会に対応する際には特に
重要である。

土地や資源の権利、利用、ア
クセス、およびステークホル
ダーの責任について、ステー
クホルダー可視化/分析を用
いて分析されている。土地や
資源の権利、利用、アクセス
は尊重され、NbSの設計に反
映されている。

ほとんどの権利、土地や資
源の利用とアクセス、そして
責任は、ステークホルダー
の可視化や分析を用いて分
析されている。NbSのいくつ
かの地域や部分では知識
のギャップが残っているが、
分析されたものはすべて認
められ、尊重されている。

土地や資源の権利、利用、
アクセス、そして責任につい
ては分析されている。しか
し、これは適切なツールを
使って行われたものではな
く、ステークホルダー分析や
可視化の成果ともリンクして
おらず、少数のステークホ
ルダーしか考慮されていな
い。分析されたもののうち、
一部のものだけが認めら
れ、尊重されている。

土地や資源の権利、利用、
アクセス、および責任が特
定されていない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

土地や資源の
権利、利用につ
いては基本的に
は県所有、県民
利用であると考
えられる。ステー
クホルダー分析
の実施に関する
情報がないと考
えられる。

6.3

相互合意されたトレー
ドオフの限界が尊重さ
れ、NbS全体を不安定
化しないよう、確立さ
れた予防措置が定期
的にレビューされる

・トレードオフの限界について相互に
合意し、それが尊重されているか？
・その限度を超えないように、あるいは
トレードオフが生態系や土地・海域全
体を不安定にしないように、予防措置
を確立しているか？
・これらの予防措置は定期的に見直さ
れているか？
・予防措置とその見直しに関する明確
な文書が提供されているか？

リスクが避けられない場合、取り組み
による悪影響を予測、回避するた
め、予防措置が整備され、定期的に
レビューされるべきである。特に、ト
レードオフの不公平性が経時的に変
化すること、そして、全ての利害関係
者が同様に影響を受ける訳ではない
ことを考慮すべきである。従って、
NbSデザインおよび戦略は、誰の便
益または費用への対応か、レビュー
の時期と方法も含めて明確にする必
要がある。予防措置は、生物多様性
（特定の地域を保護のために除外す
る、または、漁獲時期を制限する）お
よび人（手続き的、苦情処理メカニズ
ム、協議義務、上訴権、実質的契
約、法規制）に関して実施される場合
もある。

トレードオフの限界について
相互に合意し、文書化され、
尊重されている。予防措置
（保護措置）が設定され、介入
期間中、定期的に見直され、
その明確な文書が提供されて
いる。

いくつかのトレードオフにつ
いて、相互に合意した制限
があり、尊重されている。予
防措置（保護措置）が導入
され、時折見直され、文書
が提供されている。

いくつかのトレードオフにつ
いて、相互に合意した制限
を設けている、もしくは、尊
重されていない。予防措置
はほとんど導入されていな
いが、散発的に見直されて
いる。プロセスの文書化が
なされていない。

トレードオフの限界は考慮さ
れておらず、予防措置は設
定されていない。

③
情報は不十分
であるが、事業
特性その他の
内容から一定
の評価が可能
と考えられる項
目

トレードオフが生
じた場合の措置
に関する情報が
ないと考えられ
る。

ト
レ

ー
ド

オ
フ

の
バ

ラ
ン

ス 6. NbSは、
主目的の達
成と複数便
益の継続的
な提供の間
のトレード
オフを公平
に比較考量

する

指標

※1表中の①～④の数値：表 3の①～④と対応する。 
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表 5 各基準の評価分類と判断理由（7/8） 

 

  

基準 ガイドの質問 インジケーターガイド よく適合 適合 部分的 不十分 評価方針 判断理由

7.1

NbS戦略が設定され、
定期的なモニタリング
および取り組みの評
価の基礎として用いら
れている

・社会的課題にどのように対処する
か、介入に関する戦略があるか？
・戦略には、経済的、社会的、生態学
的条件に関して、意図された結果、行
動、前提条件が正確に記載されてい
るか？
・戦略には、前提条件が変更される可
能性があるか、またどのように変更さ
れるかについて詳しく述べられている
か？
・その戦略は、定期的なモニタリングと
介入の評価の基礎として一貫して使
用されているか？

最も基本的なNbS戦略には、NbSの
背後にある根拠、意図する結果の正
確な表明、そして、取られた行動を通
してこれらがどのように達成されるか
の理解が含まれる。それは、現在の
経済的、社会的、生態学的状況に
よって方向付けられ、変化が予想さ
れるか、また、どのように変化するか
についての仮定を明確に述べるもの
である。

経済的、社会的、生態学的条
件に関して、意図する結果、
行動、仮定を正確に記述した
戦略が確立されている。戦略
には、前提条件が変更される
可能性があるか、またはどの
ように変更されるかが詳細に
記述されており、一定期間ご
とに行われる介入のモニタリ
ングと評価の基礎として一貫
して使用される。

意図する成果、行動、現在
の状況に関連する仮定を記
載した戦略が確立される。
この戦略は、設計と実施段
階における介入のモニタリ
ングと評価に活用されてい
る。

意図する成果、行動、仮定
を記載した戦略が確立され
ている。その戦略は、介入
のモニタリングと評価に反
映されず、また前提条件の
変化を考慮に入れていな
い。

経済・社会・生態系の状況
との関連性がなく、介入の
モニタリングや評価との関
連性もほとんどない、不完
全な戦略、あるいは確立さ
れていない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

順応的管理に基
づき、定期的な
モニタリングの
実施と評価を実
施している。

7.2

モニタリングおよび評
価計画は、取り組み
のライフサイクルを通
して、策定、実施され
る

・しっかりとしたモニタリングと評価の
計画があるか？
・それは介入のライフサイクルを通じて
実施されているか？
・この計画には、戦略の逸脱がどのよ
うに順応的管理の対応を引き起こす
かが含まれているか？

モニタリングおよび評価計画は、NbS
戦略が効果的に意図する結果をもた
らし、社会課題に取り組むものである
か、そして、リスクや予期しない影響
によって戦略または行動の変化が必
要になるかを理解するための主要な
項目である。NbSが他の取り組みや
アプローチと相乗効果を有する場合、
それは、モニタリングおよび評価
（M&E）計画に含められるべきであ
る。NbS戦略（7.1）の主要素からの逸
脱が観察されたり、生じたりする場合
は、順応的管理による対応がなされ
る（7.3）。

強固で適応性のあるモニタリ
ングと評価の計画があり、介
入のライフサイクルを通じて定
期的に実施されている。この
計画には、戦略からの逸脱が
どのように順応的管理対応の
引き金となるかが含まれてい
る。

モニタリングと評価の計画
があり、定期的ではないも
のの、介入のライフサイクル
を通じて実施されている。逸
脱がどのように順応的管理
対応の引き金となるのか、
明確なプロセスがない。

モニタリングと評価の計画
があり、定期的ではないも
のの、介入のライフサイクル
を通じて実施されている。逸
脱がどのように順応的管理
対応の引き金となるのか、
明確なプロセスがない。

モニタリングと評価の計画
が不完全であるか、または
存在しない。計画がどのよう
に順応的管理対応の引き
金となり得るかについての
繋がりがない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

モニタリングの
計画、評価が定
期的に実施され
ている。その結
果を踏まえ、順
応的管理として
県民会議等で議
論されている。

7.3

順応的管理を可能に
する反復学習の枠組
みが、取り組みのライ
フサイクルを通して採
用されている

・モニタリングと評価の計画に対応して
学習し適応する計画があるか？
・介入のライフサイクルを通じて繰り返
し学習するために、NbSに適用される
学習フレームワークがあるか？
・これによって順応的管理が可能にな
るか？
・介入の期間を超えて学習を持続させ
るための戦略があるか？

エビデンスに基づく学習が、NbS管理
の原動力となるべきである。さらに、
NbSの取り組みに影響を与える要素
に対応するために、反復学習が順応
的管理行動の方向付けにおいて必
要不可欠である。この基準に関して
は、指標7.1および7.2が、学習および
NbSの取り組みへの順応のための継
続的なフィードバックループを提供す
る。取り組み終了後もそれが実行さ
れるよう、反復学習が制度化される
ことが理想的である。

介入のライフサイクルを通じて
適用される学習フレームワー
クがあり、モニタリング・評価
計画の結果に応じた学習と適
応のために継続的に使用され
ている。介入の期間を超えて
どのように学習を継続させる
かについての戦略がある。

介入のライフサイクルの
様々な段階で適用される学
習フレームワークがある。モ
ニタリング・評価計画と連動
している。

モニタリングと評価がどのよ
うに学習と適応につながる
かについて明確でない、不
完全な学習フレームワーク
がある。

学習の枠組みが未完成、ま
たはない。介入のモニタリン
グと評価計画がない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

モニタリングや
評価の結果に応
じて、見直し、5
か年計画を策定
する等、定期的
に改善するプロ
セスがある。

ア
ダ

プ
テ

ィ
ブ

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

7. NbSはエ
ビデンスに
基づき、順
応的に管理

される

指標

※1表中の①～④の数値：表 3の①～④と対応する。 
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表 5 各基準の評価分類と判断理由（8/8） 

 

 

基準 ガイドの質問 インジケーターガイド よく適合 適合 部分的 不十分 評価方針 判断理由

8.1

NbSのデザイン、実
施、そして、得られた
教訓は、根本的変化
をもたらすよう共有さ
れている

・NbSの設計、実施、教訓は体系的に
把握されているか？
・それらはオンデマンドで、かつ戦略的
な聴衆と共有されているか？
・この共有は対象者がアクセスしやす
いか？
・コミュニケーション戦略は確立されて
いるか？
・この戦略は、コミュニケーションに
よってどのように行動を変化させ、どの
ように変革のきっかけとなるかを詳述
しているか？

根本的変化とは、規模拡大（政策
的、または、プログラム的主流化）、
スケールアウト（地理的および部門レ
ベルの拡大）、NbSの複製によって特
徴付けられる。デザインおよび実施プ
ロセスにおいて、学んだ教訓を把握、
文書化し、プロセスの複製に興味を
持つ個人や利害関係者が利用可能
な状態にすることが重要である。これ
には、政策決定者、投資家、公的お
よび民間部門のNbSの利用者が含ま
れる。

NbSの教訓は体系的に把握さ
れ、必要に応じて、また戦略
的な対象者とわかりやすい方
法で共有されている。コミュニ
ケーション戦略は、変革のきっ
かけとなる行動変容の方法を
特定するために実施されてい
る。

教訓は体系的に収集され、
要求に応じて、また関連す
る聴衆にわかりやすい方法
で共有されているものもあ
る。コミュニケーション戦略
は未完成である。

学んだことを体系的に記録
するための準備がなされて
いる。いくつかの教訓は、関
連する聴衆と共有されてい
る。オンデマンドであれ、自
由に利用できるものであ
れ、アクセスに障害がある
（時間枠、言語、視認性な
ど）。コミュニケーション戦略
がない。

教訓を把握・共有していな
い。コミュニケーション戦略
がない。

①
情報が十分に
あり、評価が可
能な項目

評価報告書は
誰もがアクセス
可能である。そ
の結果に対し、
県民とのコミュニ
ケーションの取
り方が明確に
なっていない。

8.2

NbSは、その採用と主
流化を支援するため、
促進的政策や規制の
枠組みを方向付け、
向上させる

・介入に関連する政策、規制、法律が
特定されているか？
・その影響と機会は可視化されている
か？
・早期採用者とエントリーポイントは特
定されているか？
・介入のための行動やコミュニケーショ
ンは、政策や規制の枠組みを知らせ
たり、促進したりしているか？
・これはNbSの取り込みと主流化を支
援しているか？

NbSの実施は、様々な既存の政策、
法律、および、規制の影響を受ける。
それらは、一貫性に欠けたり、相互
に強化しあうものではない場合があ
る。一貫性に欠ける政策および規制
は、NbSの効果的な展開を制限する
どころか、経時的に重要な生態系機
能の喪失につながる場合もある。そ
のような場合、a）政策および法規制
の制限を知り、b)地域、および／また
は、国家の政策決定者、そして、主
要な利害関係者と共働し、そのような
障害となるものに着目し、効果的な
対応策、その他可能な解決策を特定
する。

NbSの活動には、NbSに関連
する政策、規制、法律の見直
しが含まれており、NbSの取り
込みと主流化を支援するため
に利用することが可能であ
る。必要かつ可能な場合、
NbSは持続可能性を確保する
ために、政策や規制の枠組み
の修正に情報を提供し、強化
することができる。

NbS に関連する政策、法
律、規制を特定し、NbS の
設計の一部として考慮し、
NbS をサポートするために
使用する可能性があるも
の、または必要な修正を部
分的に含むようにした。

NbS の設計の一環として、
いくつかの関連する政策、
規制、法律が特定された
が、知識 のギャップ（例え
ば、NbS に影響を与えるた
めに使用する可能性、NbS
との関連性、修正の可能
性） が残っており、それらへ
のリンクは考えられず、計
画もされていない。

NbSの設計及び運営計画
は、現行の土地利用やその
他の関連する政策、規制、
法律との関連で組み立てら
れておらず、政策、法律、規
制の枠組みに関連する問
題に関して他の主要なス
テークホルダーと関わりを
持っていない。

③
情報は不十分
であるが、事業
特性その他の
内容から一定
の評価が可能
と考えられる項
目

政策、規制、法
律に関する見直
しの実施に関す
る情報がないと
考えられる。

8.3

NbSは、人間の幸福、
気候変動、生物多様
性、先住民族の権利
に関する国際連合宣
言（UNDRIP）を含む人
権に関する国家およ
び全世界の目標に資
する

・人間の幸福、気候変動、生物多様性
と人権について、関連する国内および
グローバルな目標を特定しているか？
・これには国際連合宣言（UNDRIP）が
含まれているか？
・介入行動はこれらのターゲットのい
ずれかに貢献しているか？
・この貢献は関連するプラットフォーム
で報告されているか？
・これは、介入の主流化と拡大が促進
されているか？

NbSは、国家の経済的、社会的、そし
て、環境保全の目標に大きな貢献を
し、気候変動、人権、人間開発、生物
多様性に関する国際的なプロセスへ
の国家のコミットメントの手助けをす
る。このような連携を明らかにし、文
書化し、意思疎通を図ることは、国内
におけるNbSの知名度と役割をさら
に強化し、広範で長期的な政治的な
コミットメントおよび社会的サポートを
保証し、取り組みの長期的持続可能
性を向上させる。

人間の幸福、気候変動、生物
多様性に関する国や世界の
関連するターゲットが特定さ
れている。これらのターゲット
に対するNbSの潜在的な貢献
が特定され、関連するプラット
フォームで報告され、NbSの介
入の主流化と拡大が促進され
ている。

人間の幸福、気候変動、生
物多様性に関する国および
世界の関連する目標が特
定されている。これらのター
ゲットに対するNbSの潜在
的な貢献は、関連するプラッ
トフォームで部分的に特定
され、部分的に報告されて
いる。

NbSの設計の一部として、
人間の幸福、気候変動、生
物多様性に関するいくつか
の国家目標および世界目
標が特定されている。しか
し、これらのターゲットに対
するNbSの潜在的な貢献は
部分的にしか特定されてお
らず、関連するプラットフォー
ムで報告されていない。

人間の幸福、気候変動、生
物多様性に関する国家目
標および世界目標が特定さ
れていない。これらのター
ゲットに対するNbSの潜在
的な貢献は特定されておら
ず、また関連するプラット
フォームで報告されてもいな
い。

②
情報はあるが、
評価の判断が
難しい項目

事業により貢献
できるSDGsの
ゴールは記載さ
れているが、
ターゲットや潜
在的な貢献の程
度の判断が難し
い。

主
流

化

8. NbSは、
持続可能

で、適切な
法域の文脈
の中で主流
化される

指標

※1表中の①～④の数値：表 3の①～④と対応する。 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 6 評価イメージ（【指標 1.1】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 1. NbSは効果的に社会課題に取り組む 指標 1.1 権利者や受益者にとって最も切迫した社会課題が優先されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSの取り組みは、社会に重大かつ実証可能な影響を与える明確に特定された課題に取り組まなくて

はならない。 

 最も切迫した社会課題の特定は、外部利害関係者と地域の人々との間で意見が異なる可能性があるた

め、透明性の高い包括的な協議プロセス（基準5）によって導かれる。 

 本事業は、住民との協議により開始されている。 

 複数の社会的課題のなかから、「水の安全保障」を優先的取組む必要性について記述が

あるが、優先順位は付けられていない。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策大綱（平成17年11月） 

（p.1～6） 

評
価 

 よく適合 ①権利者や受益者との十分な協議に基づき、②最も緊急性の高い社会的課題に優先順位をつけている。 

● 適合 ①権利者や受益者との協議を経て特定した社会的課題である。 

 部分的 一部の権利者や受益者からの限られたインプットのみで、一般的な社会的課題が特定されている。 

 不十分 明確な社会的課題がなく、権利者や受益者との協議も行われていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

  
 

  

【◎:よく適合】①権利者や受益者との協議 

権利者や受益者（県民、市町村、水道事業者）との

意見交換、パブリック・コメントの実施により、十

分に協議している。 

【▲:一部適合】②最も緊急性の高い社会

的課題の優先順位付け 

「水の安全保障」に関する社会的課題を特

定している。 

また、複数の社会的課題のなかから、「水

の安全保障」を優先的取組む必要性につい

て記述があるが、優先順位は付けられてい

ない。 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 7 評価イメージ（【指標 1.2】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 1. NbSは効果的に社会課題に取り組む 指標 1.2 取り組む社会課題は、明確に理解され、文書化されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 取り組むべき課題に関する明確な理解と論理的根拠を確立すること。 

 これらが文書化されることが、将来の説明責任を果たし、人間の幸福に寄与するよう戦略を最適化す

るために重要である。 

 NbSは、雇用創出や生態系サービスのフローの増加等、★複数の社会的便益を生み出すことも多い。

このような追加的便益に関わる社会課題もまた文書化されなくてはならない。 

 施策大綱や実行計画は、公表され、誰もがアクセス可能であると判断した。 

 特定された社会課題は、当初の地域課題を踏まえた「災害リスク削減」「水の安全保

障」が主であるが、「生態系の劣化」「生物多様性の喪失」に関する取組も実施してお

り、複数の社会的便益をもたらすことが考えられる。 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5か年計画（令和3年11

月） 

p.4 （計画の目的) 

p.23（生態系に配慮した河川・水

路の整備) 

評
価 

● よく適合 ①特定された社会的課題の推進要因とその対応が、関連する地域の状況も含めてよく理解され、②十分に文書化され、アクセス可能である。 

 適合 特定された社会的課題の推進要因とそれに対する対応は、関連する文脈の中で広く理解されているが、いくつかの文書や知識のギャップが残っている。 

 部分的 社会的な課題は、広く受け入れられているシナリオと一致する言葉で組み立てられるが、複数の文書と文脈特有の知識のギャップが存在する。 

 不十分 特定された社会的課題の推進要因とそれに対する対応について、限られた、あるいは全く文書化されていない、表面的な理解である。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

  
 

 

【◎：よく適合】②文書化・アクセス性 

特定した社会的課題を計画として文書化し、誰も

がアクセス可能である。 

★複数の社会的便益の創出 

「水の安全保障」や「災害リスク削減」を主に

計画の目的として掲げているが、事業内容に

「生物多様性の喪失」や「生態系の劣化」等複

数の社会的課題に繋がる取組を実施している。 

 

 

【◎:よく適合】①社会的課題の特定とその対応 

地域で解決が求められる課題を特定し、それに対

し、対策が講じられている。 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 8 評価イメージ（【指標 1.3】③情報は不十分であるが、事業特性その他の内容から一定の評価が可能と考えられる項目） 

基準 1. NbSは効果的に社会課題に取り組む 指標 1.3 NbSから生じる人間の幸福※1への結果が特定され、基準化され、定期的に評価されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSは、人間の幸福に有形で重要な便益をもたらすものでなくてはならない。 

 説明責任、そして、順応的管理の方向付けのために重要なので、具体的、計測可能、達成可能、現実

的かつ適時な目標（SMART）が適宜用いられるべきである。 

 既往資料に、「人間の幸福（安全、良好な社会関係、健康等）」に関する成果の特定や

評価方法について判断可能な情報がない。 

 事業特性を踏まえても人間の幸福の定義や成果は特定されていないと考えられる。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）

報告書（令和2年6月） 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5ヵ年計画（令和3年11

月） 

評
価 

 よく適合 社会的課題および国や地域の状況に関連したSMARTな人間の福利の成果およびベンチマークが特定され、定期的に評価されている。 

 適合 特定された社会的課題および国や地域の状況に関連する、人間の幸福のための具体的な成果およびベンチマークが特定され、介入期間中に少なくとも1回評価されている。 

 部分的 人間の幸福に関する一般的な成果やベンチマークは特定されているが、その評価については規定されていない。 

● 不十分 人間の幸福のための成果が特定されていない、または曖昧で定義が不明確で、ベンチマークや評価の規定がない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 9 評価イメージ（【指標 2.1】④情報が不十分であるため、評価が困難な項目） 

基準 2. NbSのデザインは規模によって方向付けられる 指標 2.1 NbSのデザインは、経済、社会、そして、生態系間の相互作用を認識し、それらに対応するものである 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSの成功は、技術的な取り組みの質だけではなく、人々、経済、そして、生態系間の相互作用がい

かに良く理解され、対応されるかによって決定される。 

 長持ちし、持続可能な解決策のために、NbSのデザインには、このようなタイプの相互作用を認識し、

それに取り組み、また、それを意思決定に組み込むシステムの組み立てが必要である。 

 経済、社会、生態系間の相互作用について、認識しているか判断するための情報がな

い。 

 事業特性を踏まえても経済、社会、生態系の相互作用を認識したものではないと考え

られる。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）

報告書（令和2年6月） 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5ヵ年計画（令和3年11

月） 

評
価 

 よく適合 
NbSの設計では、他の地域やセクターに及ぼす潜在的な影響を考慮し、介入地域内とその周辺の経済、社会、生態系との相互作用を詳細に考慮されている。これらの相互作用は、介入期間中に、意思決

定プロセスにおいて考慮される。 

 適合 NbSの設計では、経済、社会、生態系の間の特定の相互作用を認識しており、これらはNbSの意思決定プロセスにおいて、介入期間中に少なくとも一度は考慮されている。 

 部分的 NbSの設計では、経済、社会、生態系間の相互作用の一部を認識し、対応しているが、知識のギャップが残っている。これらは、意思決定プロセスにおいて、部分的に、あるいは全く考慮されていない。 

● 不十分 NbSのデザインは、経済、社会、生態系の相互作用を認識し、それに対応するものではない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

  

 

 

  



 

19 

【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 10 評価イメージ（【指標 2.2】④情報が不十分であるため、評価が困難な項目） 

基準 2. NbSのデザインは規模によって方向付けられる 指標 2.2 NbSのデザインは他の補完的な取り組みと統合され、セクター横断的な相乗効果を求めるものである 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSは、工学プロジェクト、情報技術、金融商品等、他のタイプの取り組みとの共働または補完を追

求する。 

 そのような補完的な行動は本質的に、各状況の詳細や背景に応じて、様々なセクター横断的な相乗効

果の特定が必要である。 

 他部所や自治体（市町村）との連携や連携による相乗効果について検討されている情

報がない。 

 事業特性を考慮しても、セクター間の相乗効果が特定したものではないと考えられ

る。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）

報告書（令和2年6月） 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5ヵ年計画（令和3年11

月） 

評
価 

 よく適合 セクター間の相乗効果は徹底的に調査され、関連するすべての補完的な介入はNbSの設計に統合されている。これらは、介入期間中、関連する時点で調査され、再検討される。 

 適合 「セクター間の相乗効果が調査され、最も関連性の高い補完的な介入策がNbSの設計に組み込まれる。これらは、介入期間中に少なくとも一度は再検討される。 

 部分的 「いくつかのセクターにおける相乗効果は広く認識されているが、知識のギャップがあり、NbSの設計に組み込まれているのは一部の補完的な介入のみである。 

● 不十分 セクター間の相乗効果が特定されておらず、補完的な介入が特定されても、NbSの設計に組み込まれていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 11 評価イメージ（【指標 2.3】④情報が不十分であるため、評価が困難な項目） 

基準 2. NbSのデザインは規模によって方向付けられる 指標 2.3 NbSのデザインには、取り組みの場所を超えたリスクの特定と管理が組み込まれている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSは、直接の取り組みエリア外の利害関係者、利害、生態系に、肯定的にまたは否定的に、影響を

及ぼしたり、及ぼされたりする可能性がある。 

 解決策が、長持ちし、持続可能であるために、取り組み拠点内外の相互作用は、意思決定プロセスに

おいて理解、説明される必要がある。 

 適切なリスク管理オプションが取り組みデザインに組み込まれるべきである。 

 事業による内部、外部（活動範囲外）へのリスクの特定や管理に関する情報がない。 

 事業特性を考慮すると、取り組みの場所を超えたリスクは特定されていないと考えら

れる。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）

報告書（令和2年6月） 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5ヵ年計画（令和3年11

月） 

評
価 

 よく適合 科学的知見と地元の知見を考慮し、望ましくない変化のリスクとその要因が特定されている。これらのリスクの管理は、NbSの設計に組み込まれ、介入期間中、再検討される。 

 適合  

 部分的  

● 不十分 リスクが限定的または全く特定されておらず、特定されていてもその管理がNbSの設計に統合されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

  

 

 

  



 

21 

【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 12 評価イメージ（【指標 3.1】②情報はあるが、評価の判断が難しい項目） 

基準 3. NbSは、生物多様性、および、生態系の健全性に純便益をもたらす 指標 3.1 NbS行動は、生態系の現状、そして、劣悪化や喪失を招く主要因に関するエビデンスに基づく評価に直接

的に対応するものでなくてはならない 

ガイダンス 判断結果 出典 

 自然を用いた解決策を策定するために、当該生態系の現状に関する十分な理解が必要である。 

 ベースライン評価は、地域知と科学的理解の双方を適宜利用して、生態学的状況、生態系喪失

の要因、改善のための選択肢を特徴付けるに足るほど広範でなくてはならない。 

 生態系に関する調査を実施しており、変化の要因や生物多様性に関する情報が記

載されている。 

 適切な空間・時間スケールの調査項目、範囲の設定根拠が確認できなかった。 

かながわ水源環境保全・再生施策 これま

での歩みとこれから 総合的な評価（中間

評価）報告書（令和2年6月）ｐ.13-14 

評
価 

● よく適合 
①適切な空間・時間スケールでの生態系の現状に関する最新のアセスメントが実施されている。評価には、②変化の要因や生物多様性の損失に関する情報が含まれている。アセスメントには、現地で

の検証や地元の知識も含まれている。 

● 適合 生態系の現状について、10年以上前の二次データおよび参照地図を用いた情報がある。生態系の情報は、現地訪問を通じて、可能であれば地元コミュニティや伝統的知識からの一般的なインプットを

得て、検証されている。 

 部分的 既存の土地被覆と土地利用に関する一般的な情報は、生態系の状態を評価するために、より一般的なスケールで、10年以上前のものは使用されていない。現場レベルでの検証は行われておらず、コミ

ュニティや伝統的な知識から得たデータである。 

 不十分 関連する空間的または時間的スケールでの生態系の状態の一般的な条件について、利用可能な情報がない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 

【○：適合】①生態系の現状に関する情報の有無 

生態系の現状について、調査を実施している。 

適切な空間・時間スケールについて、調査項目や範囲

の設定根拠が確認できないため、判断が難しい。 

【◎：よく適合】②評価結果の変化の要因等に関する

情報の有無 

評価結果について、変化の要因や生物多様性の損失に

関する情報は含まれている（p.78-85） 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 13 評価イメージ（【指標 3.2】②情報はあるが、評価の判断が難しい項目）（1/2） 

基準 3. NbSは、生物多様性、および、生態系の健全性に純便益をもたらす 指標 3.2 明確で測定可能な生物多様性の保護に関する結果が特定、基準化され、定期的に評価されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSのデザイン、モニタリング、評価を方向付けるため、主要な生物多様性に関する

数値目標が設定されるべきである。各NbSに関して、目標のタイプは異なる。再生さ

れた生態系の割合の場合もあれば、キーストーン種の回復の場合もある。 

 生物多様性に関連する指標が設定されており、変化の傾向や変化の大きさが

含まれていることが確認できた。 

 モニタリングと評価方法は構築され、継続的、定期的に実施されている。 

 ベースライン評価の実施の有無と生物多様性に関する指標の評価結果が確認

できなかった。 

 かながわ水源環境保全・再生施策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）報告書（令和2年6月）ｐ.33-

34 

評
価 

● 

よく 

適合 

 ①NbSの目標には、生物多様性と生態系の健全性に関連する具体的で測定可能な指標変数、変化の傾向（増加、減少、維持）、変化の大きさ（例：80％）、時間枠（例：5年以内）などが含まれている。 

 保全開始前に、評価する変数、評価の頻度、成果を決定するために行う分析、および情報の共有方法を含む②モニタリングと評価のシステムが整備されている。 

 保全開始前に、指標となる変数の③ベースライン評価が実施されている。 

 モニタリングと評価により、適切な期間内に種や生態系の回復、または回復した④地域の測定可能な範囲を示すのに十分な情報を得ている。 

● 適合  NbSの目標には、生物多様性や生態系の健全性に関する測定可能な指標変数が含まれているが、望ましい変化の大きさ（例：80％）や時間枠（例：5年以内）に関する具体的な内容が欠けている。 

 保全開始前に、ベースライン評価が行われ、モニタリングと評価のシステムが導入されているが、評価の頻度、成果を決定するための分析、または情報の共有方法についての詳細が欠けている。 

 関連する期間の生態系指標に関する情報が十分でない。 

 部分的  生物多様性と生態系の健全性に関するNbSの成果は、具体性に欠ける。 

 関連する保全の成果については一般的に示されており、モニタリングシステムも整備中である。 

 不十分  NbSの目標は、生物多様性や生態系の健全性に関連する成果を特定できていない。 

 モニタリングシステムもなく、生態系や種の回復に関するデータもない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

  
   

【▲：一部適合】①指標の設定（変化の傾向、変化の大きさ） 

生態系の健全性を維持・回復するための指標は設定されており、変化の傾向が含まれているものの、変化の大きさ

や時間枠の設定が含まれていないため、判断が難しい。 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 13 評価イメージ（【指標 3.2】②情報はあるが、評価の判断が難しい項目）（2/2） 

基準 3. NbSは、生物多様性、および、生態系の健全性に純便益をもたらす 指標 3.2 明確で測定可能な生物多様性の保護に関する結果が特定、基準化され、定期的に評価されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSのデザイン、モニタリング、評価を方向付けるため、主要な生物多様性に関する

数値目標が設定されるべきである。各NbSに関して、目標のタイプは異なる。再生さ

れた生態系の割合の場合もあれば、キーストーン種の回復の場合もある。 

 生物多様性に関連する指標が設定されており、変化の傾向や変化の大きさが

含まれていることが確認できた。 

 モニタリングと評価方法は構築され、継続的、定期的に実施されている。 

 ベースライン評価の実施の有無と生物多様性に関する指標の評価結果が確認

できなかった。 

 かながわ水源環境保全・再生施策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）報告書（令和2年6月）ｐ.34、

p.78-79 

 第4期かながわ水源環境保全・再生 実行5ヵ年計画（令和3

年11月）p.33 

評
価 

● 

よく 

適合 

 ①NbSの目標には、生物多様性と生態系の健全性に関連する具体的で測定可能な指標変数、変化の傾向（増加、減少、維持）、変化の大きさ（例：80％）、時間枠（例：5年以内）などが含まれている。 

 保全開始前に、評価する変数、評価の頻度、成果を決定するために行う分析、および情報の共有方法を含む②モニタリングと評価のシステムが整備されている。 

 保全開始前に、指標となる変数の③ベースライン評価が実施されている。 

 モニタリングと評価により、適切な期間内に種や生態系の回復、または回復した④地域の測定可能な範囲を示すのに十分な情報を得ている。 

● 適合  NbSの目標には、生物多様性や生態系の健全性に関する測定可能な指標変数が含まれているが、望ましい変化の大きさ（例：80％）や時間枠（例：5年以内）に関する具体的な内容が欠けている。 

 保全開始前に、ベースライン評価が行われ、モニタリングと評価のシステムが導入されているが、評価の頻度、成果を決定するための分析、または情報の共有方法についての詳細が欠けている。 

 関連する期間の生態系指標に関する情報が十分でない。 

 部分的  生物多様性と生態系の健全性に関するNbSの成果は、具体性に欠ける。 

 関連する保全の成果については一般的に示されており、モニタリングシステムも整備中である。 

 不十分  NbSの目標は、生物多様性や生態系の健全性に関連する成果を特定できていない。 

 モニタリングシステムもなく、生態系や種の回復に関するデータもない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
①森林のモニタリング調査 

 

【▲：一部適合】④モニタリングの情報 

生態系の健全性を維持・回復するための調査・評価が実施されており、指標変数は、変化の傾向等が報告されている。 

しかし、調査地点の設定プロセスが不明であるため、地域の測定可能な範囲を示す十分な情報をモニタリングで得られているか判断が難

しい。 

 

【▲：一部適合】②モニタリングと評価のシステム整備 

森林の保全・再生にあたり、生態系回復活動（下層植生の維持・再生）が実施され、指標の設定やモニ

タリング、評価方法が構築されている。 

生物多様性や希少種分布については、モニタリングは実施しているものの、評価結果が確認できないた

め、判断が難しい。 

【▲：一部適合】 

③ベースライン評価 

保全開始前の「ベースライ

ン評価」の実施は、一部確

認できたが、全ての指標変

数で実施の確認ができない

ため、判断が難しい。 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 14 評価イメージ（【指標 3.3】④情報が不十分であるため、評価が困難な項目） 

基準 3. NbSは、生物多様性、および、生態系の健全性に純便益をもたらす 指標 3.3 モニタリングには、NbSから生じる予期せぬ自然への悪影響の定期的な評価が含まれている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 生態系は複雑で、相互に依存する構成要素とプロセスからなる。 

 それらが、特定の取り組みその他外的変化にどのように反応するかについては、常に一定レベルの不

確実性が存在する。 

 したがって、NbSは、解決策自体の生態学的基礎を揺るがしかねない予期せぬリスクを最小化、ある

いは、緩和するよう、デザイン、モニターされるべきである。 

 取組による生物・生態系への悪影響が特定されているかの情報がない。 

 事業特性を考慮すると、潜在的な影響について評価されていないと考えられる。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）

報告書（令和2年6月） 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5ヵ年計画（令和3年11

月） 

評
価 

 よく適合 
NbSの介入が生態系、生態学的プロセス、生物種に及ぼしうる悪影響が特定され、それらの影響を緩和するための措置がとられている。潜在的な悪影響に関連する具体的な測定可能変数がベースライン

評価に含まれており、これらの影響の監視と評価システムが適切に実施され、それらの影響に対処するための行動が実施されている。 

 適合 NbS計画では、NbSの介入が生態系、生態学的プロセス、生物種に及ぼしうる悪影響を特定し、それらの影響を緩和するための行動を盛り込んでいるが、行動の動員や資金調達方法については明確でな

い。有害な影響を評価するためのモニタリング計画は現在策定中であり、それらの影響に対抗するための行動も含まれている。 

 部分的 NbSの活動が生態系に与える影響については、一般的に把握されており、その影響を緩和するための計画が立てられている。 

● 不十分 NbSの介入による潜在的な影響の特定がなく、これらの影響は評価されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 15 評価イメージ（【指標 3.4】②情報はあるが、評価の判断が難しい項目） 

基準 3. NbSは、生物多様性、および、生態系の健全性に純便益をもたらす 指標 3.4 生態系の健全性および連続性を高める機会が特定され、NbS戦略に取り込まれている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSの利用により、他のタイプの取り組み（工学等）が単独では達成できない方法

で、生物多様性の保護、そして、生態系管理努力を向上させる機会が提供される。 

 解決策が、保護結果に関して明示的に管理される自然の生態系の近くで実施される

場合、NbSは生態系の連続性を高めるよう実施されるべきである。 

 さらに、再生の際、以前存在した植生の種を意図的に選択するなど、既存の生態系

の失われた構成要素を再導入するようにデザインすることもできる。 

 生態系の健全性・連結性の強化のための作業（森林整備や水質改善事業）は

実施されている。 

 しかし、連結性を高めるための詳細なアセスメントに基づき特定された事業

を実施しているのか判断が難しい。 

 かながわ水源環境保全・再生施策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）報告書（令和2年6月）p.23-

24 

 

評
価 

● 
よく 

適合 

 生態系の健全性を維持・回復するための要件について、①詳細なアセスメントが行われている。 

 生態系の②完全性または連結性を強化するためのオプションが、必要に応じて特定され、実施されている。 

 これらのオプションには、③土壌回復作業、生態系回復活動、隔離作業、または対象種の保全活動が含まれる場合がある。 

● 適合  生態系の完全性や連結性を高めるための潜在的なオプションが一般的に特定されており、適切な場合には、それらをNbS戦略に組み入れる計画がある。 

 部分的  適切な場合には、生態系の健全性または連結性を高めるための潜在的な行動を一般的に特定することができる。 

 不十分  生態系の健全性または連結性を高めるためのオプションが特定されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 

 

  

【○：適合】③生態系回復活動・土壌回復作業の実施 

生態系の繋がり（連結性）を考慮し、その連結性強化のための作業（生態

系回復活動：間伐、シカ対策、土壌回復作業：土壌保全工や土壌流出対

策）を実施している。 

【▲：一部適合】①詳細なアセスメントの実施 

生態系の健全性を維持・回復するための要件について、一部の指標変数

に関するアセスメントは実施されているものの、詳細なアセスメントが

実施されているかどうか、判断が難しい。 

【？：情報不足】②完全性・連続性強化のための作業特定 

詳細なアセスメントに基づき事業内容が検討されているのか情報が読み取れない。 
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表 16 評価イメージ（【指標 4.1】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 4. NbSは経済的に実行可能である 指標 4.1 NbSに関連する直接的および間接的な便益と費用、負担者と受益者が特定され、文書化されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 直接的および間接的、経済的および非経済的な要素を含む、得られる主要な便益の特定と文書化は、

取り組みの経済的実行可能性の経時的な評価ための主要項目である。 

 この情報は、受益者と負担者によって区別されるべきである。 

 事業実績（コスト）とその便益（CVMによる支払意思額）は整

理されているが、コストと便益がどのように配分されているの

かの検証が不十分である。 

 かながわ水源環境保全・再生施策 これまでの歩みとこ

れから 総合的な評価（中間評価）報告書（令和2年6月）

p.96,125 

評
価 

 よく適合 
主な直接および間接のコストと便益はすべて確立され、主要な情報提供者とともに検証され、完全に文書化されている。コストと便益の配分はよく理解されており、受益者と負担者を容易に確認する

ことができる。 

 適合 コストと便益の分析には、財務的要素と非財務的要素の両方が含まれ、間接的なコストと便益についても明確に記述されているが、まだ理解のギャップが見られる。コストと便益がどのように配分さ

れるかについて、十分な理解が得られているが、主要な情報提供者との検証は限定的である。 

● 部分的 コストと便益の分析には、財務的要素と非財務的要素の両方が含まれるが、間接的なコストと便益については、理解に大きなギャップがある。①主要なコストと便益がどのように配分されているかに

ついての一般的な理解はあるが、包括的ではなく、検証も不十分である。 

 不十分 コストと便益の特定は、そのイニシャティブの直接的な金銭的取引にのみ限定されている。コストと便益がどのように配分されるかについての理解は、表面的または逸話的なものである。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 
  

【○：適合】①コストと便益の配分 

事業実績（コスト）とその便益（CVMによる支払意思額）は整理され

ているが、コストと便益がどのように配分されているのかの検証が不

十分である。 
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表 16 評価イメージ（【指標 4.2】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 4. NbSは経済的に実行可能である 指標 4.2 関連法規制および補助金を含む、NbSの選択を裏付ける費用対効果の調査が提供されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 長期的な経済的および財務的持続可能性を考慮せずに初期費用に多額の資金を投入した場合、取り組みの

実行可能性に悪影響を及ぼす可能性がある。 

 費用対効果の調査によって、取り組み案に関して長期的に期待される便益に対する初期費用および経費の

検討が可能になるだけではなく、主要な前提条件が明らかになり、検討、検証される。 

 基本的な収益は整理されている。 

 整備面積等の実績データに対し、経常費用は比較できるが、初期費

用とどのように比較できるか、整理されていない。 

 かながわ水源環境保全・再生施策 これまで

の歩みとこれから 総合的な評価（中間評

価）報告書（令和2年6月）p.96 

評
価 

 よく適合  費用対効果調査が実施され、先行コスト、経常的な直接・間接コスト、時間外での利益の流れ、主要な仮定が含まれている。 

 重要な変数（主要な規制や補助金の変更を含む）に対する感度分析が行われ、長期的な経済的・財政的持続可能性と経済的リスクが十分に理解されている。 

 適合  初期費用、経常的な直接・間接費用、主要な便益の流れを含む費用対効果調査を実施している。 

 主要な仮定は特定されているが、完全な感度分析が行われていない。 

 長期的な経済的・財政的持続可能性は概ね理解されているが、規制や補助金制度の変更に伴う将来の経済的リスクの枠組みにはギャップがある可能性がある。 

 部分的  基本的な内部収益率は、主に初期費用と経常費用、および直接的な利益に基づいて計算されている。 

 間接的なコストと便益の計上には大きな隔たりがあり、主要な前提条件の検証は行われていない。現行の規制や補助金制度が変更された場合の影響についての理解も不十分である。 

● 不十分  基本的な内部収益率さえ計算・推定しようとせず、また、①長期にわたる利益の流れが初期費用や経常費用とどのように比較できるか、整理されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

  

【○：適合】①初期費用と経常費用の比較 

整備面積等の実績データに対し、経常費用は比較できるが、初期費用

とどのように比較できるか、整理されていない。 
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表 17 評価イメージ（【指標 4.3】④情報が不十分であるため、評価が困難な項目） 

基準 4. NbSは経済的に実行可能である 指標 4.3 関連する外部性を考慮することにより、利用可能な代替的解決策に対するNbSデザインの有効性が正当化

される 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSの主要な特質は、経済的に実行可能かつ効率的な方法で、少なくとも単一の社会課題に取り組む

ことが可能であるということである。 

 これは、実行可能な代替案に対して、解決策の費用効率性と費用負担可能性を検証すべきことを意味

する。 

 代替的な解決法としては、様々な自然に根ざした解決策（氾濫原管理よりも流域管理）、様々な従来

型および自然に根ざした解決策の組み合わせ、自然に根ざした解決法を、土木インフラ等、より従来

型のアプローチで完全に代替することなどが考えられる。 

 費用負担が高い解決策に対し、代替的な解決策に関する情報がない。 

 事業特性を考慮すると、代替案を比較・検討するものではないと考えられる。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）

報告書（令和2年6月） 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5ヵ年計画（令和3年11

月） 

評
価 

 よく適合 代替案の選択肢に対する介入の有効性と価格が、経済的に十分正当化され、理解され、文書化されている。 

 適合 特に代替案のコスト、利益、リスクの包括的な理解に関しては、分析にギャップがあるものの、介入の有効性と経済性は広く正当化することができる。 

 部分的 有効な代替案は特定され、その長所と短所は文書化されているが、限定的で基本的な経済分析しか行われていない。 

● 不十分 提案されている介入の費用対効果を、他の実行可能な代替案と比較する意味のあるレビューが行われていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 
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表 18 評価イメージ（【指標 4.4】③情報は不十分であるが、事業特性その他の内容から一定の評価が可能と考えられる項目） 

基準 4. NbSは経済的に実行可能である 指標 4.4 NbSデザインは、市場ベース、公共セクター、自発的コミットメントおよび規制コンプライアンスを支持

するための行動など、資源調達源の組合せを考慮する 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSが様々な利害関係者に複数の便益を同時にもたらすという事実は、いくつかの資金調達源に制限

がかかり、取り組みの長期的な実行可能性が損なわれる可能性がある。 

 例えば、民間投資家は、公共財の提供費用を負担することは望まないし、公的機関は民間の便益のた

めの費用を引受けたがらないだろう。 

 このため、様々な金融メカニズムを統合した資源調達パッケージが必要になる。 

 資金源としては、公共部門の補助金、インセンティブ、低金利ローン、民間ローンおよび株式発行に

よる資金調達、官民パートナーシップ、フィランソロピー（慈善活動、ボランティア等）、自発的寄

附、あるいは、上記の組み合わせが考えられる。 

 資金調達の方法について、包括的な議論がなされているかの情報がない。 

 事業特性を踏まえると、長期資金が確保されていると考えられる。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）

報告書（令和2年6月） 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5ヵ年計画（令和3年11

月） 

評
価 

 よく適合 介入の主要な利点と付随的な利点の提供コストをカバーする人材調達オプションの包括的なレビューが行われ、将来の収入源の確保を含む完全な人材調達パッケージが組み立てられ交渉されている。 

 適合 長期的な資金の主要な供給源が特定され、確保されている。補完的な資金源として実行可能なものを特定し、付随する法律、規制、契約上の義務も含めて徹底的に評価している。包括的な資源調達パ

ッケージが特定されているが、まだ交渉は行われていない。 

● 部分的 長期資金の主要な供給源が特定され、確保されている。実現可能性を適切に評価するためにさらなる分析が必要であるが、補完的な資金源の可能性を確認している。 

 不十分 当面の立ち上げや試験段階の費用を賄うのに必要な資金以上の長期的な主資金源についてさえ、明確な理解（保証）がない。将来の収入源の可能性についての分析も、補完的な資金調達方法について

の予備的な分析もなされていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 
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表 19 評価イメージ（【指標 5.1】②情報はあるが、評価の判断が難しい項目） 

基準 5. NbSは、包括的で、透明性が高く、力を与えていくガバナンスプロセ

スに基づいている 
指標 5.1 取り組みが開始されるまでに、定義され、十分に合意されたフィードバックおよび苦情解決メカニズムが全ての利害関係者

に対して整備されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 フィードバックおよび苦情解決メカニズムには、苦情の受付および救済の提供に関

する明確な手続き、役割、規定に従って運営される公式で法的な、あるいは、非公

式で法律外の苦情解決システムが含まれる。 

 有効な苦情解決システムは、影響を受ける利害関係者間の受容と正当性、透明性、

利用可能性、権利に基づくアプローチの遵守によって特徴付けられる。 

 それらは、予測可能で公平な方法で運営され、参画と対話に基づかなくてはならな

い。 

 取組に対する県民からの意見聴衆やそれを踏まえた改善とそのための体制

（メカニズム）は構築されている。 

 透明性や権利との適合、適応的管理なのかの判断が難しい。 

 かながわ水源環境保全・再生施策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）報告書（令和2年6月）p.31 

 

評
価 

 
よく 

適合 

 影響を受けるステークホルダーとの十分な協議のもと、フィードバックと苦情解決のメカニズムが開発されている。 

 このメカニズムは合法的で、アクセスしやすく、予測可能で、公平で、透明性があり、権利に適合し、適応的に管理されている。 

 メカニズムに対するオーナーシップと信頼の明確な証拠がある。 

● 適合  影響を受ける①ステークホルダーとの十分な協議のもと、②フィードバックと苦情解決のメカニズム※が開発される。 

 このメカニズムは、③合法的で、アクセスしやすく、予測可能で、公平で、透明性があり、権利に適合し、適応的に管理されるものである。 

 ④メカニズムに対する所有権と信頼はありそうだが、現状では立証できない。 

● 部分的  フィードバックと苦情解決のメカニズムは、影響を受ける一部のステークホルダーからの限られたインプットで開発される。 

 このメカニズムは、合法的、アクセス可能、予測可能、公平、透明、権利互換、適応的管理のいずれにも完全に対応できるものではない。 

 不十分  影響を受けるステークホルダーとの協議もなく、フィードバックや苦情解決のメカニズムがないか、部分的にしか開発されていません。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 

 

【○：適合】②フィードバック・苦情解決メカニズム 

県の代表者からなる会議を運営しており、その意見が施策に反映されている。 
※苦情解決メカニズム：苦情解決メカニズムは、苦情の受理と改善策の提供に

関する手続き、役割、規定からなる。 

注：効果的な苦情処理メカニズムは、正当で、利用可

能、予想可能、公平で、透明性が高く、権利と適合し、

継続的な学習ソースとなることが期待される。実務

レベルのメカニズムが効果的であるために、参画と

対話に基づくことが求められる。これらの基準に関

する説明については、国連（UN）指導原則 31を参照。 

【▲：一部適合】③メカニズムの公平性 

会議での議事は誰もがアクセスが可能であるものの、会議以外の県民等から

の意見聴取のための情報提供（アクセス性）等のプロセスが設けられている

のかの判断が難しい。 

【○：適合】①ステークホルダーとの協議 

影響を受ける県民や専門の有識者と十分な協議により、施策が展開されている。 

【▲：一部適合】④メカニズムに対する所有権と信頼 

会議の構成メンバーの選定について、合意のもと運営されているが、所有権

と信頼に関する根拠となる資料（規約や合意プロセスの明示）が確認できて

ないため、判断が難しい。 
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表 20 評価イメージ（【指標 5.2】②情報はあるが、評価の判断が難しい項目） 

基準 5. NbSは、包括的で、透明性が高く、力を与えていくガバナンスプロセスに基づいている 指標 5.2 参画は、性別、年齢、社会的地位にかかわらず、相互尊重と平等に基づくものである。そして、先住民族の

事前の自由なインフォームド・コンセント（以下FPIC）の権利を支持するものである 

ガイダンス 判断結果 出典 

 ガバナンスの仕組みが効果的に機能するためには、全ての影響を受ける利害関係者に、適時に正しい情

報が提供されなければならない。 

 そして、彼らが提供するインプットに有意義に対応しなくてはならない。 

 その際、伝統的に排除されてきたグループが、彼らの尊厳が尊重され、彼らの参画が促進される方法で、

積極的にプロセスに加えられるよう意識的な努力が求められる。 

 これは特に、NbSの取り組みが、先住民族の土地や領土で行われ、影響を与える場合に当てはまる。 

 その場合は、彼らの取り組みに対して自決する権利、および、結果は確立されたFPICプロトコルに従う

ものでなくてはならない。 

 事業実施時には、県民の合意により取組が実施されて

いるが、その具体的な情報がなく、判断が難しい。 
 かながわ水源環境保全・再生施策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）報告書（令和2年6月）p.31 

 

評
価 

 
よく 

適合 

 事前の自由なインフォームド・コンセントは、代表的な機関から高いレベルの参加を得ており、NbSのタイムスケールを通してこれが維持されるようなプロセスが確立されている。 

● 適合  ほとんどの①代表的な機関から高いレベルの参加が得られた。 

 一部のステークホルダーとの間にギャップがあるものの、優先順位の高い②ステークホルダーとの間で、介入期間中、これを維持するためのプロセスが確立された。 

● 部分的  NbS プロセスの初期に、一部の代表的な機関に対し、情報提供やコンサルテーションが行われた。 

 介入期間中、これが持続するようなプロセスはない。 

 不十分  事前の自由なインフォームド・コンセントは取得されておらず、これを確実に支持するためのプロセスも確立されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

  

 

 

【▲：一部適合】①参加機関の代表性 

参加する機関等の選定のプロセスは不明であり、代表制が担保されているのか判断が難しい。 

【○：適合】②実施・運用体制（ステークホルダーの介入維持プロセス確立） 

影響を受ける県民（代表者）や専門の有識者が参加している会議体制や意見反映のプロセスが構築されている。 

定期的に成果を報告し、見直しを実施している。 
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表 21 評価イメージ（【指標 5.3】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 5. NbSは、包括的で、透明性が高く、力を与えていくガバナンスプロセスに基づいてい

る 

指標 5.3 直接的、または、間接的にNbSにより影響を受ける利害関係者が特定され、NbS活動の全てのプロセスに

参画している 

ガイダンス 判断結果 出典 

 利害関係者の可視化および分析により、誰が、NbSによって、直接的にまたは間接的に、肯定的にま

たは否定的に影響を受けるか特定する。 

 これによって、取り組みにおいて、影響を受ける利害関係者がデザインおよび実施に参画し、彼らの

権利や利害を支持する意見を明確に述べ、さらなる疎外を防止する機会を得ることができる。 

 ステークホルダー分析が行われていない。  かながわ水源環境保全・再生施策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）報告書（令和2年6月）p.31、33 

 

評
価 

 よく適合 
NbSによって直接的、間接的に影響を受ける可能性のあるステークホル ダーを特定するため、マルチスケール、マルチセクターの強固なステー クホルダー分析が行われた。影響を受けるステークホル

ダーは、介入開始時からすべてのプロセスに関与し、成果を受容・所有した。 

 適合 ステークホルダー分析を行い、NbSの影響を直接または間接的に受ける可能性のあるステークホルダーを特定した。その後、いくつかのギャップはあるものの、ほとんどのステークホルダーが介入のプ

ロセスに関与している。オーナーシップの立証ができない。 

 部分的 限られたステークホルダー分析が行われ、NbSの影響を直接または間接的に受ける可能性のあるステークホルダーが一部特定されただけである。特定された者のうち、何人かはNbSのプロセスに関与し

ている。 

● 不十分 NbSの影響を直接・間接的に受ける可能性のある人物を特定するための①ステークホルダー分析が行われていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

                                    
 

  

【×：不適合】①ステークホルダー分析の実施 

施策を展開するためのステークホルダーは整理されているが、

NbSの影響の受益については整理されていない。 

【×：不適合】①ステークホルダー分析の実施 

事業の実施による直接的・間接的な効果は整理されているが、

その影響を受けるステークホルダー分析が行われていない。 
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表 22 評価イメージ（【指標 5.4】②情報はあるが、評価の判断が難しい項目） 

基準 5. NbSは、包括的で、透明性が高く、力を与えていくガバナンスプロセスに基づいている 指標 5.4 意思決定プロセスにおいては、参画する全ての影響を受ける利害関係者の権利と利害が文書化、対応さ

れている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 透明性が高く、容易に入手可能な文書に、NbSの意思決定手続きにおける主要な段階が記録されていることが

重要である。 

 これによって、論争や口論などが起きた場合に、説明責任が強化され、償還請求のための強固な基礎が提供

される。 

 どの利害関係者が、意思決定のどこで参画し、どんな役割を果たしたかの記録に特に注意を払うべきである。 

 これは、極度の不公平が存在し、有意義で効果的な参画を促すようにプロセスを適応させる場合、特に重要

である。 

 事業を進めるため、県民会議や有識者といったステークホルダーが明確

化、文書化されており、誰もが推進体制を確認できる状況にある。 

 特に極端な不公平にさらされているステークホルダーへの配慮の有無が

文書からは確認できなかった。 

 かながわ水源環境保全・再生施策 こ

れまでの歩みとこれから 総合的な

評価（中間評価）報告書（令和2年6月）

p.31 

評
価 

 よく適合 
意思決定プロセスにおいて、参加・影響するすべてのステークホルダーの権利と利益を考慮し、特に極端な不公平にさらされているステークホルダーに配慮している。手続きは文書化され、この文書

は透明でアクセス可能である。 

● 適合 意思決定プロセスにおいて、①参加・影響するすべてのステークホルダーの権利と利益が考慮されている。②手順が文書化されており、③この文書が透明でアクセス可能である。 

 部分的 意思決定プロセスにおいて、参加・影響するすべてのステークホルダー、または一部のステークホルダーの権利と利益を可視化している。手順は文書化されているが、利害関係者の決定を考慮するた

めの明確な計画がない。ギャップが残っている、および/または、透明性やアクセス性が欠如している。 

 不十分 意思決定プロセスにおいて、ステークホルダーの権利と利益が考慮されていない、および/または、文書化されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 

  

【○：適合】①参加・影響するすべてのステークホルダーの考慮 

影響を受ける県民（代表者）や専門の有識者が参加している会議体制や意見反映のプロセスが構築さ

れている。特に極端な不公平にさらされているステークホルダーへの配慮は文書からは確認できなか

った。 

【◎：よく適合】②意思決定プロセスの手順の文書化 

施策の見直しや立案に際し、県民、有識者、行政のステークホルダーの意思決定のプロセスが文書化

されている。 

【◎：よく適合】③文書の透明性・アクセス性 

意思決定プロセスを文書化し、誰もがアクセス可能である。 
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表 23 評価イメージ（【指標 5.5】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 5. NbSは、包括的で、透明性が高く、力を与えていくガバナンスプロセスに基づいている 指標 5.5 NbSの規模が行政界を超える場合、影響を受ける行政区域の利害関係者の共同意思決定を可能にするメカ

ニズムが確立されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 生態系は政治的および行政的境界に従うものではない。 

 関係当局間の境界を超えた協力の取り決めが、アプローチおよび期待される結果の一貫性を保証し、

境界を超えるNbSの計画および実施を支える。 

 取組場所を超えた範囲に活動が影響しているかどうか特定しておらず、活動により他

地域の生態系の回復にも繋がるという一般的な理解である。 

 また、他県とも連携はしているが、その詳細の記載がない。 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5ヵ年計画（令和3年11

月）p.4,5,30 

評
価 

● よく適合 
①NbSの介入領域が管轄区域の境界を越えているかどうか、またどこを越えているかは特定されている。このような場合、②すべての管轄区域の利害関係者の間で越境協力協定が結ばれる。③共同意思決定

が可能である。 

● 適合 ①NbS の介入領域が管轄区域を越えて広がっているかどうかの一般的な理解である。②管轄区域の影響を受けるステークホルダー間で、いくつかの越境的協力協定が結ばれているが、ギャップが存在する。 

 部分的 NbS の介入領域が管轄区域を超えているかどうか、またどこまで広がっているかについての識別が限定的である。国境を越えた協力協定がない。 

 不十分 NbS の介入領域が管轄区域を超えているかどうか、またその領域がどこにあるかはわからない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【○：適合】①NbSの介入領域の広がりの理解 

取組場所は流域の繋がりを考慮して県境を越えてい

るが（相模川水系の上流域：山梨県、酒匂川水系の

上流域：静岡県）、具体的な取組場所の特定はされ

ていない。 

【○：適合】②取組場所の影響を受けるステークホルダー間での協力協定の締結、③共同意思決定の可能性 

相模川水系の上流域である山梨県、酒匂川水系の上流域である静岡県と神奈川県は共同事業協定を締結しており、共同意思決定が可能

である。しかし、全ての取組場所で協力協定が結ばれているか文書からは確認できない。 
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表 24 評価イメージ（【指標 6.1】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 6. NbSは、主目的の達成と複数便益の継続的な提供の間のトレードオフを公平に比較考

量する 

指標 6.1 取り組みに関連するトレードオフの潜在的費用と便益が、明確に認識され、予防措置および適切な是正

措置の指針となっている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 全てのトレードオフは、NbSのライフサイクル全体を通して変化する費用と便益を伴う。 

 NbS予防措置の主要な機能は、不可避のトレードオフが社会の最も恵まれない要素に悪影響と及ぼさ

ないよう、また同様に、彼らの取り組みによる便益の享受が否定されないようにすることである。 

 従って、トレードオフの費用と便益に関する取り決めが、影響を受ける利害関係者間で十分に理解、

共有され、定期的に改訂されることが重要である（6．3）。 

 費用と便益は、NbSの一部分を対象として整理されている。 

 費用便益分析の実施は資料から確認できなかった。 

 便益は、保証措置や是正措置の情報提供に利用されていない。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれから 

総合的な評価（中間評価）報告書

（令和2年6月）p.96 

評
価 

 よく適合 
コスト・ベネフィット分析では、NbSのサイトとより大きなランドスケープ/シースケープの両方について、NbSの介入期間を通じてコストとベネフィットを考慮する。コストと便益は、予防措置と是正

措置に活用される。選択に関する意思決定のプロセスがすべてのステークホルダーに開示されている。 

 適合 費用便益分析では、ほとんどの空間的、時間的次元を考慮している。特定されたコストと便益は、いくつかのギャップはあるものの、予防措置と是正措置に活用されている。 

● 部分的 ①限られた費用便益分析は、NbSサイトのみを考慮し、NbSライフサイクルの特定の部分のみを対象として実施されている。②特定されたコストと便益は、保障措置や是正措置の情報提供に利用されて

いない。 

 不十分 トレードオフの費用便益分析が実施されていない、及び/又は、予防措置や是正措置が実施されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 
 

【▲：一部適合】①費用便益分析の実施 

費用と便益は、NbSの一部分を対象として整理されている。 

費用便益分析の実施は資料から確認できなかった。 

【○：適合】②是正措置等の情報提供の利用 

便益は、保証措置や是正措置の情報提供に利用されていない。 
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表 25 評価イメージ（【指標 6.2】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 6. NbSは、主目的の達成と複数便益の継続的な提供の間のトレードオフを公平に比較考

量する 

指標 6.2 様々な利害関係者の責任とともに、土地および資源の権利、利用、アクセスが認識され、尊重されてい

る 

ガイダンス 判断結果 出典 

 土地や自然資源のアクセス、利用、管理に関する法的および慣習的権利は、特に脆弱で疎外されたグ

ループの場合、尊重、支持されなくてはならない。 

 NbSに関連する利害関係者グループの権利、利用、責任は、適切なツールを用い、利害関係者分析や

可視化の結果に基づき、分析、評価されるべきである（5.3）。 

 これは、事前の自由なインフォームドコンセント（FPIC）を用いなければならない、先住民族社会に

対応する際には特に重要である。 

 土地や資源の権利、利用については基本的には県所有、県民利用であると考えられ

る。 

 事業による効果（成果）は可視化されているが、限られたステークホルダーとのリン

クである。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれから 

総合的な評価（中間評価）報告書

（令和2年6月）p.33 

評
価 

 よく適合 
土地や資源の権利、利用、アクセス、およびステークホルダーの責任について、ステークホルダー可視化/分析を用いて分析されている。土地や資源の権利、利用、アクセスは尊重され、NbSの設計に反

映されている。 

 適合 ほとんどの権利、土地や資源の利用とアクセス、そして責任は、ステークホルダーの可視化や分析を用いて分析されている。NbSのいくつかの地域や部分では知識のギャップが残っているが、分析され

たものはすべて認められ、尊重されている。 

● 部分的 土地や資源の権利、利用、アクセス、そして責任については分析されている。しかし、これは適切なツールを使って行われたものではなく、①ステークホルダー分析や可視化の成果ともリンクしてお

らず、少数のステークホルダーしか考慮されていない。分析されたもののうち、一部のものだけが認められ、尊重されている。 

 不十分 土地や資源の権利、利用、アクセス、および責任が特定されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 
  

【○：適合】①ステークホルダーと成果のリンク 

事業の効果は可視化されているが、ステークホルダーとのリンク

が明確に記載されていない。 
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表 26 評価イメージ（【指標 6.3】③情報は不十分であるが、事業特性その他の内容から一定の評価が可能と考えられる項目） 

基準 6. NbSは、主目的の達成と複数便益の継続的な提供の間のトレードオフを公平に比較考量する 指標 6.3 相互合意されたトレードオフの限界が尊重され、NbS全体を不安定化しないよう、確立された予防措

置が定期的にレビューされる 

ガイダンス 判断結果 出典 

 リスクが避けられない場合、取り組みによる悪影響を予測、回避するため、予防措置が整備され、定期的にレ

ビューされるべきである。 

 特に、トレードオフの不公平性が経時的に変化すること、そして、全ての利害関係者が同様に影響を受ける

訳ではないことを考慮すべきである。 

 従って、NbSデザインおよび戦略は、誰の便益または費用への対応か、レビューの時期と方法も含めて明確に

する必要がある。 

 予防措置は、生物多様性（特定の地域を保護のために除外する、または、漁獲時期を制限する）および人（手

続き的、苦情処理メカニズム、協議義務、上訴権、実質的契約、法規制）に関して実施される場合もある。 

 トレードオフが生じた場合の措置に関する情報がない。 

 報告書等に記載がないことからトレードオフについて限界の考慮や予防措置は

設定されていないと考えられる。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれから 

総合的な評価（中間評価）報告書

（令和2年6月） 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5ヵ年計画（令和3年11

月） 

評
価 

 よく適合 トレードオフの限界について相互に合意し、文書化され、尊重されている。予防措置（保護措置）が設定され、介入期間中、定期的に見直され、その明確な文書が提供されている。 

 適合 いくつかのトレードオフについて、相互に合意した制限があり、尊重されている。予防措置（保護措置）が導入され、時折見直され、文書が提供されている。 

 部分的 いくつかのトレードオフについて、相互に合意した制限を設けている、もしくは、尊重されていない。予防措置はほとんど導入されていないが、散発的に見直されている。プロセスの文書化がなされ

ていない。 

● 不十分 トレードオフの限界は考慮されておらず、予防措置は設定されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 
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表 27 評価イメージ（【指標 7.1】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 7. NbSはエビデンスに基づき、順応的に管理される 指標 7.1 NbS戦略が設定され、定期的なモニタリングおよび取り組みの評価の基礎として用いられている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 最も基本的なNbS戦略には、NbSの背後にある根拠、意図する結果の正確な表明、そして、取られた行

動を通してこれらがどのように達成されるかの理解が含まれる。 

 それは、現在の経済的、社会的、生態学的状況によって方向付けられ、変化が予想されるか、また、

どのように変化するかについての仮定を明確に述べるものである。 

 順応的管理に基づき、定期的なモニタリングの実施と評価を実施している。  かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれか

ら 総合的な評価（中間評価）

報告書（令和2年6月）ｐ.31-32 

評
価 

● よく適合 
①経済的、社会的、生態学的条件に関して、意図する結果、行動、仮定を正確に記述した戦略が確立されている。戦略には、②前提条件が変更される可能性があるか、またはどのように変更されるか

が詳細に記述されており、③一定期間ごとに行われる介入のモニタリングと評価の基礎として一貫して使用される。 

 適合 意図する成果、行動、現在の状況に関連する仮定を記載した戦略が確立される。この戦略は、設計と実施段階における介入のモニタリングと評価に活用されている。 

 部分的 意図する成果、行動、仮定を記載した戦略が確立されている。その戦略は、介入のモニタリングと評価に反映されず、また前提条件の変化を考慮に入れていない。 

 不十分 経済・社会・生態系の状況との関連性がなく、介入のモニタリングや評価との関連性もほとんどない、不完全な戦略、あるいは確立されていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【◎：よく適合】②変更について詳細な記述の有無、③一定期間のモニタリングと評価に基づく見直し 

実行計画による 5年間の成果等を踏まえ、見直しを行い、次期計画の策定を行っている。 

5年に一度計画の見直しが実施されており、毎期に第 3者（施策調査専門委員会等）により評価が実施されて

いる。 

【◎：よく適合】①経済的、社会的、生態学的条件に関して仮定を正確に記述した戦略の確立 

事業実施（行動）により生じる効果（意図する結果）の仮定を設定し、評価の考え方を記述している。 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 28 評価イメージ（【指標 7.2】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 7. NbSはエビデンスに基づき、順応的に管理される 指標 7.2 モニタリングおよび評価計画は、取り組みのライフサイクルを通して、策定、実施される 

ガイダンス 判断結果 出典 

 モニタリングおよび評価計画は、NbS戦略が効果的に意図する結果をもたらし、社会課題に取り組む

ものであるか、そして、リスクや予期しない影響によって戦略または行動の変化が必要になるかを理

解するための主要な項目である。 

 NbSが他の取り組みやアプローチと相乗効果を有する場合、それは、モニタリングおよび評価（M&E）

計画に含められるべきである。 

 NbS戦略（7.1）の主要素からの逸脱が観察されたり、生じたりする場合は、順応的管理による対応が

なされる（7.3）。 

 モニタリングの計画、評価が定期的に実施されている。 

 その結果を踏まえ、順応的管理として県民会議等で議論されている。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれから 

総合的な評価（中間評価）報告書

（令和2年6月）ｐ.31 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5か年計画（令和3年11

月）p.33 

評
価 

● よく適合 
①強固で適応性のあるモニタリングと評価の計画があり、②介入のライフサイクルを通じて定期的に実施されている。③この計画には、戦略からの逸脱がどのように順応的管理対応の引き金となるか

が含まれている。 

 適合 モニタリングと評価の計画があり、定期的ではないものの、介入のライフサイクルを通じて実施されている。逸脱がどのように順応的管理対応の引き金となるのか、明確なプロセスがない。 

 部分的 モニタリングと評価の計画があり、定期的ではないものの、介入のライフサイクルを通じて実施されている。逸脱がどのように順応的管理対応の引き金となるのか、明確なプロセスがない。 

 不十分 モニタリングと評価の計画が不完全であるか、または存在しない。計画がどのように順応的管理対応の引き金となり得るかについての繋がりがない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

  

  

   

 
 

  

【◎：よく適合】①モニタリングと評価の計画の有無、②モニタリングと評価の

定期的な実施 

モニタリングと評価を実施する計画があり、5年ごとに計画の策定とともにモニ

タリングと評価結果から施策の見直しが実施されている。 

 

【◎：よく適合】③順応的管理対応との関係性 

順応的管理の考え方に基づき、モニタリングが実施され、事業の効果と影響を把

握しながら評価と見直しの実施により、施策の推進を図っている。 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 29 評価イメージ（【指標 7.3】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 7. NbSはエビデンスに基づき、順応的に管理される 指標 7.3 順応的管理を可能にする反復学習の枠組みが、取り組みのライフサイクルを通して採用されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 エビデンスに基づく学習が、NbS管理の原動力となるべきである。 

 さらに、NbSの取り組みに影響を与える要素に対応するために、反復学習が順応的管理行動の方向付

けにおいて必要不可欠である。 

 この基準に関しては、指標7.1および7.2が、学習およびNbSの取り組みへの順応のための継続的なフ

ィードバックループを提供する。 

 取り組み終了後もそれが実行されるよう、反復学習が制度化されることが理想的である。 

 モニタリングや評価の結果に応じて、見直し、5か年計画を策定する等、定

期的に改善するプロセスがある。 

 かながわ水源環境保全・再生施策 これま

での歩みとこれから 総合的な評価（中間

評価）報告書（令和2年6月）ｐ.31 

 第4期かながわ水源環境保全・再生 実行5

か年計画（令和3年11月）p.33 

評
価 

 よく適合 
①介入のライフサイクルを通じて適用される学習フレームワークがあり、モニタリング・評価計画の結果に応じた学習と適応のために継続的に使用されている。介入の期間を超えてどのように学習を

継続させるかについての戦略がある。 

● 適合 ①介入のライフサイクルの様々な段階で適用される学習フレームワークがある。②モニタリング・評価計画と連動している。 

 部分的 モニタリングと評価がどのように学習と適応につながるかについて明確でない、不完全な学習フレームワークがある。 

 不十分 学習の枠組みが未完成、またはない。介入のモニタリングと評価計画がない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 

 

       
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【◎：よく適合】①様々な段階で適用される学習のフレームワークの有無と継続的な使用 

モニタリングと評価を実施する計画があり、5年ごとに計画の策定とともにモニタリングと評

価結果から施策の見直しが実施されている。 

【○：適合】②モニタリング・評価計画との連動 

順応的管理の考え方に基づき、モニタリングが実施され、事業の効果と影響を把握しながら評価

と見直しの実施により、施策の推進を図っており、モニタリング・評価・計画は連動している。 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 30 評価イメージ（【指標 8.1】①情報が十分にあり、評価が可能な項目） 

基準 8. NbSは、持続可能で、適切な法域の文脈の中で主流化される 指標 8.1 NbSのデザイン、実施、そして、得られた教訓は、根本的変化をもたらすよう共有されている 

ガイダンス 判断結果 出典 

 根本的変化とは、規模拡大（政策的、または、プログラム的主流化）、スケールアウト（地理的およ

び部門レベルの拡大）、NbSの複製によって特徴付けられる。 

 デザインおよび実施プロセスにおいて、学んだ教訓を把握、文書化し、プロセスの複製に興味を持つ

個人や利害関係者が利用可能な状態にすることが重要である。 

 これには、政策決定者、投資家、公的および民間部門のNbSの利用者が含まれる。 

 評価報告書は誰もがアクセス可能である。その結果に対し、県民とのコミュニケーシ

ョンの取り方が明確になっていない。 

 

評
価 

 よく適合 
①NbSの教訓は体系的に把握され、必要に応じて、また戦略的な対象者とわかりやすい方法で共有されている。コミュニケーション戦略は、変革のきっかけとなる行動変容の方法を特定するために実施

されている。 

● 適合 ①教訓は体系的に収集され、要求に応じて、また関連する聴衆にわかりやすい方法で共有されているものもある。②コミュニケーション戦略は未完成である。 

 部分的 学んだことを体系的に記録するための準備がなされている。いくつかの教訓は、関連する聴衆と共有されている。オンデマンドであれ、自由に利用できるものであれ、アクセスに障害がある（時間枠、

言語、視認性など）。コミュニケーション戦略がない。 

 不十分 教訓を把握・共有していない。コミュニケーション戦略がない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

                                 

【○：適合】①わかりやすい方法での共有 

計画の内容、事業の効果についてわかりやすく、

誰もがアクセスできる方法で共有されている。 

【○：適合】②コミュニケーション戦略の実施 

報告書の結果に対し、会議体以外での県民とのコ

ミュニケーションの取り方が明確になっていな

い。 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 31 評価イメージ（【指標 8.2】③情報は不十分であるが、事業特性その他の内容から一定の評価が可能と考えられる項目） 

基準 8. NbSは、持続可能で、適切な法域の文脈の中で主流化される 指標 8.2 NbSは、その採用と主流化を支援するため、促進的政策や規制の枠組みを方向付け、向上させる 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSの実施は、様々な既存の政策、法律、および、規制の影響を受ける。 

 それらは、一貫性に欠けたり、相互に強化しあうものではない場合がある。 

 一貫性に欠ける政策および規制は、NbSの効果的な展開を制限するどころか、経時的に重要な生態系

機能の喪失につながる場合もある。 

 そのような場合、a）政策および法規制の制限を知り、b)地域、および／または、国家の政策決定者、

そして、主要な利害関係者と共働し、そのような障害となるものに着目し、効果的な対応策、その他

可能な解決策を特定する。 

 政策、規制、法律に関する見直しの実施に関する情報がないと考えられる。 

 事業特性は自然の機能の発揮による課題解決を図るものであり、適合に該当すると考

えられる。 

 かながわ水源環境保全・再生施

策 これまでの歩みとこれから 

総合的な評価（中間評価）報告書

（令和2年6月） 

 第4期かながわ水源環境保全・再

生 実行5か年計画（令和3年11

月） 

評
価 

 よく適合 
NbSの活動には、NbSに関連する政策、規制、法律の見直しが含まれており、NbSの取り込みと主流化を支援するために利用することが可能である。必要かつ可能な場合、NbSは持続可能性を確保するた

めに、政策や規制の枠組みの修正に情報を提供し、強化することができる。 

● 適合 NbS に関連する政策、法律、規制を特定し、NbS の設計の一部として考慮し、NbS をサポートするために使用する可能性があるもの、または必要な修正を部分的に含むようにした。 

 部分的 NbS の設計の一環として、いくつかの関連する政策、規制、法律が特定されたが、知識 のギャップ（例えば、NbS に影響を与えるために使用する可能性、NbS との関連性、修正の可能性） が残って

おり、それらへのリンクは考えられず、計画もされていない。 

 不十分 NbSの設計及び運営計画は、現行の土地利用やその他の関連する政策、規制、法律との関連で組み立てられておらず、政策、法律、規制の枠組みに関連する問題に関して他の主要なステークホルダーと

関わりを持っていない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 
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【評価基準のキーワードの判断凡例】◎：よく適合、○：適合、▲：一部適合、？：情報不足  

表 32 評価イメージ（【指標 8.3】②情報はあるが、評価の判断が難しい項目） 

基準 8. NbSは、持続可能で、適切な法域の文脈の中で主流化される 指標 8.3 NbSは、人間の幸福、気候変動、生物多様性、先住民族の権利に関する国際連合宣言（UNDRIP）を含む人権に関する国家およ

び全世界の目標に資する 

ガイダンス 判断結果 出典 

 NbSは、国家の経済的、社会的、そして、環境保全の目標に大きな貢献をし、気候変

動、人権、人間開発、生物多様性に関する国際的なプロセスへの国家のコミットメ

ントの手助けをする。 

 このような連携を明らかにし、文書化し、意思疎通を図ることは、国内におけるNbS

の知名度と役割をさらに強化し、広範で長期的な政治的なコミットメントおよび社

会的サポートを保証し、取り組みの長期的持続可能性を向上させる。 

 事業により貢献できるSDGsのゴールは記載されているが、ターゲットや潜在

的な貢献の程度の判断が難しい。 

 第4期かながわ水源環境保全・再生 実行5か年計画（令和3

年11月） 

 

評
価 

 
よく 

適合 

 人間の福利、気候変動、生物多様性に関する国や世界の関連するターゲットが特定されている。 

 これらのターゲットに対するNbSの潜在的な貢献が特定され、関連するプラットフォームで報告され、NbSの介入の主流化と拡大が促進された。 

 適合  人間の福利、気候変動、生物多様性に関する国および世界の関連する目標が特定されている。 

 これらのターゲットに対するNbSの潜在的な貢献は、関連するプラットフォームで部分的に特定され、部分的に報告された。 

● 部分的  NbSの設計の一部として、①人間の福利、気候変動、生物多様性に関するいくつかの国家目標および世界目標が特定されている。 

 しかし、これらのターゲットに対する②NbSの潜在的な貢献は部分的にしか特定されておらず、③関連するプラットフォームで報告されていない。 

● 不十分  人間の福利、気候変動、生物多様性に関する国家目標および世界目標が特定されていない。 

 これらのターゲットに対するNbSの潜在的な貢献は特定されておらず、また関連するプラットフォームで報告されてもいない。 

エ
ビ
デ
ン
ス 

 

 

【▲：一部適合】①世界目標の特定 

世界の共通目標である SDGsについて、事業の実施

により貢献するゴールは示されている。 

しかし、記載は、SDGsのみでありその他の目標（生

物多様性国家戦略等）との繋がりが確認できないた

め、判断が難しい。 

【？：情報不足】③プラットフォームの報告 

関連するプラットフォームの定義が不明であ

り、プラットフォームの報告の程度（関連性

を示す程度、特定した目標と貢献について詳

細を報告）や報告の場（行政の HP、NbSに関

連するプラットフォーム）について、判断が

難しい。 

【○：適合】②貢献の特定 

世界の共通目標である SDGsについて、事業の実施により貢献するゴー

ルは示されているが、部分的な記載である。 
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自己評価結果 

「自然に根ざした解決策に関するIUCN世界標準」に基づき、自己評価シートにより自己評

価を行った結果、8つの基準のうち4つの基準（1.社会的課題、3.生物多様性の健全性、5.包

括的なガバナンス、7.順応的管理、8.持続可能性と主流化）が世界基準に準拠した取組を行

っていると評価された。 

最も高いスコアは、7.順応的管理の89％であり、次いで1.社会的課題が56％、3.生物多様

性の健全性が50～75％であった。なお、基準（2.規模に応じた設計）は、情報が不十分であ

り、自己評価が困難であったため、現段階ではスコア0となっている。 

 

表 33 自己評価結果 

 

 

図 自己評価ツール（総合評価）の結果 

 

基準 本事業のスコア 最大スコア 評価結果

1．社会的課題 5 9 56%
2．規模に応じた設計 0 9 0%
3．生物多様性ネットゲイン 9 12 75%
4．経済的実効性 2 12 17%
5．包括的なガバナンス 9 15 60%
6．トレードオフのバランスをとる 2 9 22%
7．順応的管理 8 9 89%
8．持続可能性と主流化 5 9 56%

47%
遵守していない

合計
これは、NbSのIUCNグローバル基準に準拠していますか？
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